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天
明
六
年
の
無
行
幸
新
嘗
祭
と
光
格
天
皇

　
　

―
後
桜
町
上
皇
に
よ
る
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
挙
行
延
引
の
背
景
と
影
響
―

野
　
村
　
　
　
玄

は
じ
め
に

　

光
格
天
皇
の
強
い
君
主
意
識
と
同
天
皇
に
よ
る
相
次
ぐ
朝
儀
の
再
興
、
幕
府
へ
の
様
々
な
要
望
の
表
明
に
注
目
す
る
藤
田
覚
氏
は
、
天
明
期
か
ら
天
保
期
の
幕

府
の
内
政
・
外
政
の
行
き
詰
ま
り
と
光
格
天
皇
（
上
皇
）
の
存
在
・
行
動
を
対
比
し
、
天
皇
の
営
為
を
積
極
的
に
位
置
づ
け
、
同
天
皇
を
「
明
治
維
新
、
近
代
天

皇
制
の
起
点
を
生
み
出
し
た
重
要
な
人
物
だ
っ
た
」
と
評
価
す
る（

１
）。

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
光
格
天
皇
の
存
在
に
焦
点
を
あ
て
は
し
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
高
埜
利
彦
氏
に
よ
っ
て
も
、
同
天
皇
の
在
位
中
で
あ
る
寛
政
期
は
、
尊
号
一

件
と
そ
れ
に
伴
う
公
卿
の
群
議
な
ど
を
根
拠
に
、
近
世
の
幕
藩
体
制
に
お
け
る
「
朝
廷
の
権
威
」
の
「
第
二
の
変
容
」
を
示
す
時
期
と
し
て
「
幕
府
の
主
導
の
下

で
将
軍
権
力
の
補
強
の
た
め
に
朝
廷
の
権
威
を
協
調
さ
せ
る
時
代
の
終
焉
」
と
意
義
づ
け
ら
れ
、
ま
た
「
こ
の
後
、
文
化
・
文
政
期
以
降
、
朝
廷
の
権
威
は
協
調

の
枠
か
ら
逸
脱
し
、
自
立
の
途
を
歩
み
は
じ
め
る
」
と
展
望
さ
れ
て
き
た

）
2
（

。

　

前
引
の
学
説
に
つ
い
て
、
近
年
、
尊
号
一
件
に
伴
う
緊
張
は
そ
れ
ほ
ど
持
続
せ
ず
、
文
化
期
に
は
再
び
朝
幕
協
調
路
線
に
回
帰
し
、
文
政
期
に
も
幕
府
に
よ
る

朝
廷
へ
の
統
制
が
依
然
と
し
て
基
本
に
あ
る
と
す
る
長
坂
良
宏
氏
の
反
論
が
出
さ
れ
て
い
る（

３
）。
し
か
し
、
藤
田
氏
に
あ
っ
て
は
、
天
保
期
の
幕
府
が
徳
川
家
斉
ら

の
官
位
昇
進
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
「
朝
廷
に
い
わ
ば
す
り
寄
る
」
と
見
る
な
ど（

４
）、学
界
で
は
近
世
後
期
を
幕
府
と
朝
廷
と
の
間
で
政
治
的
位
置
の
逆
転
現
象
が
発
生
・

継
続
・
進
行
す
る
時
期
と
し
て
捉
え
、
朝
廷
の
権
威
の
増
強
・
浮
上
期
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
通
説
と
な
っ
て
き
た
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
藤
田
氏
は
、
平
成
三
十
年
（
二
〇
一
八
）
に
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
か
ら
上
梓
し
た
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
の
『
光
格
天
皇
』
に
お
い
て
、
こ
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れ
ま
で
の
自
説
を
補
強
す
べ
く
、
光
格
天
皇
に
よ
る
朝
儀
の
再
興
の
様
相
を
さ
ら
に
具
体
的
に
詳
述
し
て
い
る
。
か
つ
て
藤
田
氏
の
論
著
で
度
々
言
及
さ
れ
て
き

た
朝
儀
の
再
興
に
つ
い
て
、
取
り
扱
わ
れ
る
儀
式
の
数
も
大
幅
に
増
え
た
。
同
書
は
、
光
格
天
皇
に
よ
る
営
為
を
通
覧
す
る
に
は
至
便
の
業
績
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
藤
田
覚
氏
の
『
光
格
天
皇
』
の
読
後
感
と
し
て
、
筆
者
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
日
本
近
世
後
期
の

政
治
史
は
、
こ
の
ま
ま
推
移
し
て
い
く
と
、
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
高
埜
氏
や
藤
田
氏
が
当
該
テ
ー
マ
の
先
駆
者
と
し
て
学
界
を
牽
引
し

始
め
て
か
ら
約
三
十
年
以
上
が
経
過
し
た
。
筆
者
も
そ
の
学
恩
を
享
受
し
て
き
た
一
人
で
あ
る
が
、
こ
の
間
、
当
初
に
比
し
て
朝
廷
の
機
構
や
法
制
・
職
制
、
儀

式
を
め
ぐ
る
個
別
研
究
は
蓄
積
さ
れ
た
も
の
の
、
近
世
後
期
を
朝
廷
の
権
威
の
増
強
さ
れ
て
い
く
時
期
と
し
て
捉
え
る
こ
と
自
体
は
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の

見
方
が
問
い
な
お
さ
れ
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
よ
う
な
研
究
の
方
向
性
の
枠
内
で
、
若
干
の
画
期
の
修
正
な
ど
は
試
み
ら
れ
た
も

の
の
、
基
本
的
に
は
幕
末
維
新
期
に
至
る
過
程
を
説
明
す
る
目
的
で
研
究
が
展
開
さ
れ
、
そ
の
仮
説
と
し
て
近
世
後
期
を
幕
末
維
新
期
・
近
代
の
準
備
段
階
と
位

置
づ
け
る
発
想
そ
の
も
の
も
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
筆
者
も
一
時
期
そ
の
よ
う
に
思
考
し
た
こ
と
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
仮
説
の
も
と
に
研
究
を
遂

行
す
る
な
ら
ば
、
も
は
や
客
観
的
に
見
て
議
論
と
し
て
は
頭
打
ち
な
の
で
は
な
い
か
と
の
念
を
禁
じ
得
ず
、
ま
た
、
仮
に
も
し
こ
れ
ま
で
の
前
引
の
通
説
が
真
理

な
ら
ば
、
研
究
と
し
て
は
終
結
の
方
向
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
が
学
界
と
し
て
の
必
要
な
措
置
な
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
た
。

　

い
っ
ぽ
う
、
筆
者
が
藤
田
氏
の
『
光
格
天
皇
』
を
検
討
し
て
気
づ
い
た
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
近
世
後
期
を
幕
末
維
新
期
・
近
代
の
準
備
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
、

光
格
天
皇
の
営
為
に
よ
っ
て
朝
廷
の
権
威
が
増
強
さ
れ
て
い
っ
た
と
説
明
す
る
こ
と
自
体
、
か
な
り
危
う
い
議
論
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
そ
も

そ
も
朝
儀
の
再
興
の
検
討
は
、
幕
府
に
対
す
る
朝
廷
の
政
治
的
力
量
を
測
定
・
議
論
す
る
方
法
と
し
て
妥
当
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

藤
田
氏
は
、
ま
さ
に
自
説
を
補
強
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
学
界
で
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
と
同
様
、
個
別
事
例
を
積
み
上
げ
る
こ
と
で
自
説
の
具
体
化
を
図
っ

た
が
、
そ
こ
で
は
光
格
天
皇
が
朝
儀
の
再
興
に
邁
進
す
る
様
が
詳
述
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
か
ら
開
始
さ
れ
る
と
い
う
朝
儀
の
再
興
の

様
相
が
さ
ら
に
具
体
的
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
藤
田
氏
は
、
天
皇
が
次
々
と
朝
儀
の
再
興
を
遂
げ
、
一
部
の
公
卿
が
そ
れ
を
支
持
す
る
様
を
描
く
こ
と
で
、
天
皇

に
よ
る
朝
廷
の
権
威
の
増
強
が
論
証
さ
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
そ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
意
義
の
異
な
る
は
ず
の
朝
儀
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
再
興
の
時
期
ご
と
に
言
及
さ
れ
、
し
か
も
再
興
の
交
渉
過
程
・
事
実

の
ほ
う
が
重
視
さ
れ
た
た
め
、
当
該
時
期
に
お
け
る
複
数
の
朝
儀
の
再
興
の
叙
述
は
並
列
・
羅
列
的
と
な
り
、
な
ぜ
当
該
時
期
に
そ
れ
ら
の
朝
儀
が
選
択
・
再
興

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
関
心
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
た
そ
の
再
興
の
質丶
に
関
す
る
歴
史
的
評
価
も
総
じ
て
楽
観
的
で
あ
り
、
例
え
ば
「
天
皇
の
主
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体
的
、
主
導
的
な
行
動
」
に
よ
る
も
の
と
す
る
か
、「
復
古
」
や
「
復
古
的
」
と
い
う
指
摘
に
終
始
し
て
い
る（

５
）。
こ
の
よ
う
な
叙
述
に
お
い
て
は
、
儀
式
の
意
味

な
ど
が
歴
史
的
に
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の
傾
向
は
、
例
え
ば
、
光
格
天
皇
に
と
っ
て
最
重
要
の
儀
式
で
あ
る
は
ず
の
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
を
め
ぐ
る
分
析
に

お
い
て
顕
著
で
あ
る
。

　

光
格
天
皇
の
大
嘗
会
は
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
十
一
月
二
十
七
日
に
挙
行
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
後
述
の
よ
う
に
本
来
な
ら
ば
安
永
十
年
・
天
明
元
年
（
一

七
八
一
）
十
一
月
に
挙
行
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
同
天
皇
は
六
年
間
も
大
嘗
会
を
挙
行
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
幼
帝
で
あ
っ
て
も
大
嘗
会
を
挙
行
し
た
例
は

あ
る
か
ら（

６
）、
天
皇
の
年
齢
は
不
挙
行
や
延
引
の
理
由
と
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
こ
と
は
新
嘗
祭
に
も
影
響
し
て
お
り
、
同
天
皇
は
即
位
以
来
、
大
嘗
会
を
行
っ

て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
新
嘗
祭
も
挙
行
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
藤
田
氏
は
、
新
嘗
祭
が
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
の
後
桃
園
天
皇
の
病
没
に
よ
り
途
切
れ
た

と
指
摘
し
て
い
る
が（

７
）、
こ
の
指
摘
は
誤
り
で
あ
り
、
新
帝
に
よ
る
大
嘗
会
が
挙
行
で
き
て
い
な
い
以
上
、
新
嘗
祭
の
挙
行
は
本
来
優
先
さ
れ
ず（

８
）、
神
祇
官
代
で
吉

田
家
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
新
嘗
御
祈
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
筆
者
が
藤
田
氏
の
『
光
格
天
皇
』
を
読
む
限
り
、
同
氏
は
光
格
天
皇
が
大
嘗
会
を
六

年
間
も
挙
行
で
き
て
い
な
か
っ
た
点
に
気
づ
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い（

９
）。
そ
れ
は
、
同
氏
が
光
格
天
皇
の
大
嘗
会
に
つ
い
て
、

　

大
嘗
会
は
即
位
し
た
天
皇
の
最
初
の
新
嘗
祭
で
、
朝
廷
に
と
っ
て
最
大
の
祭
祀
（「
大
祀
」）
で
あ
る
。
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
の
後
土
御
門
天
皇
か
ら

約
二
二
〇
年
間
も
中
絶
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
の
東
山
天
皇
の
と
き
に
再
興
さ
れ
た
が
、
次
の
中
御
門
天
皇
の
と
き
は
行
わ
れ
ず
、
そ
の
次
の
桜
町
天

皇
の
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
に
再
再
興
さ
れ
、
以
降
ず
っ
と
挙
行
さ
れ
て
き
た
。
光
格
天
皇
は
、
天
明
七
年
十
一
月
二
十
七
日
に
大
嘗
会
を
行
っ
た

）
（1
（

。

と
述
べ
た
後
、
貞
享
度
大
嘗
会
の
不
足
を
是
正
す
る
た
め
に
天
明
度
の
大
嘗
会
は
貞
観
式
・
延
喜
式
に
拠
る
べ
き
だ
と
し
た
一
条
輝
良
の
主
張
を
紹
介
し
、「
著

者
の
力
量
不
足
か
ら
、
復
古
の
内
容
を
具
体
的
に
説
明
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
羅
列
的
な
紹
介
に
な
る
が
、
い
く
つ
か
紹
介
し
て
お
き
た
い
」
と
し
て
、
国
郡
卜

定
の
時
期
の
八
月
か
ら
四
月
へ
の
変
更
、
悠
紀
殿
と
主
基
殿
の
御
帳
へ
の
高
御
座
の
設
置
、
田
舞
と
清
暑
堂
神
宴
拍
子
合
の
再
興
を
列
記
し
、「
細
部
の
詳
細
を

説
明
で
き
な
い
も
の
の
、
光
格
天
皇
の
大
嘗
会
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
復
古
的
な
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
」
と
す
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る

）
（（
（

。

　

も
ち
ろ
ん
儀
式
の
細
部
を
叙
述
す
る
か
否
か
は
論
著
の
目
的
に
も
よ
る
か
ら
、
目
的
に
照
ら
し
て
不
要
な
も
の
を
述
べ
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
藤
田
氏
が

天
明
度
の
大
嘗
会
を
元
文
度
大
嘗
会
か
ら
連
続
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
も
こ
れ
ま
で
の
も
の
よ
り
復
古
的
な
も
の
を
志
向
し
た
点
の
み
に

帰
し
て
い
る
こ
と
は
誤
り
な
の
で
あ
り
、
光
格
天
皇
の
大
嘗
会
を
歴
史
的
に
評
価
す
る
な
ら
ば
、
同
天
皇
が
本
来
挙
行
す
べ
き
安
永
十
年
・
天
明
元
年
（
一
七
八

一
）
に
大
嘗
会
を
挙
行
で
き
ず
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
当
然
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
も
し
そ
の
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考
慮
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
十
一
月
二
十
一
日
の
新
嘗
祭
の
異
常
性
も
際
立
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

藤
田
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
の
新
嘗
祭
は
大
嘗
会
の
前
に
行
わ
れ
、「
紫
宸
殿
を
神
嘉
殿
に
見
立
て
て
執
行
さ
れ
、
天
皇
の

行
幸
も
な
か
っ
た
」
も
の
で
あ
る

）
（1
（

。
同
氏
は
、
光
格
天
皇
が
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
内
侍
所
修
復
と
そ
れ
に
伴
う
仮
殿
造
営
に
関
連
し
、
内
侍
所
仮
殿
を
壊

さ
ず
に
建
て
置
き
、
新
嘗
祭
で
使
用
す
る
こ
と
を
提
起
し
て
い
た
と
紹
介
し
た
が
、
藤
田
氏
に
よ
れ
ば
「
内
侍
所
仮
殿
を
神
嘉
殿
に
見
立
て
（
神
嘉
殿
代
）
て
新

嘗
祭
を
親
祭
す
る
と
い
う
天
皇
の
構
想
は
、
天
明
八
年
の
京
都
大
火
に
よ
り
実
現
し
な
か
っ
た
」
と
い
い
、「
神
嘉
殿
（
正
確
に
は
神
嘉
殿
代
）
を
造
営
し
天
皇

が
行
幸
し
て
親
祭
す
る
こ
と
は
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
実
現
す
る
」
と
さ
れ
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
の
新
嘗
祭
に
つ
い
て
は
「
朝
廷
の
最
も
重
要
な

祭
祀
で
あ
る
新
嘗
祭
を
神
嘉
殿
に
お
い
て
天
皇
が
親
祭
す
る
、
新
嘗
祭
本
来
の
形
に
復
古
さ
せ
よ
う
と
す
る
天
皇
の
意
思
が
、
天
明
六
年
の
時
点
で
う
か
が
え
る
。

そ
の
点
で
は
、
新
嘗
祭
の
単
な
る
再
興
で
は
な
く
、
大
火
に
よ
り
実
現
し
な
か
っ
た
も
の
の
新
嘗
祭
の
復
古
で
も
あ
っ
た
」
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る

）
（1
（

。

　

し
か
し
、
後
桃
園
天
皇
ま
で
の
新
嘗
祭
も
新
嘗
御
祈
で
な
い
場
合
は
紫
宸
殿
で
行
わ
れ
て
い
た
し
、
も
し
光
格
天
皇
が
新
嘗
祭
を
然
る
べ
き
形
で
挙
行
し
よ
う

と
す
る
な
ら
ば
、
本
来
は
大
嘗
会
の
挙
行
を
待
つ
べ
き
で
あ
り
、
天
明
の
大
火
ま
で
は
予
知
で
き
な
く
と
も
、
大
嘗
会
を
挙
行
し
て
か
ら
、
紫
宸
殿
か
、
ま
た
は

完
成
後
の
内
侍
所
仮
殿
で
新
嘗
祭
の
親
祭
を
行
え
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
光
格
天
皇
は
大
嘗
会
を
待
つ
こ
と
な
く
不
完
全
な
新
嘗
祭
を
強
行
し
た
の
か
。
藤
田
氏
は「
大
嘗
会
を
挙
行
す
る
前
に
新
嘗
祭
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

先
例
の
存
在
を
根
拠
に
し
て
い
る
」
と
す
る
が

）
（1
（

、
史
料
の
典
拠
を
示
し
て
お
ら
ず
、
藤
田
氏
の
引
用
史
料
で
あ
る
『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
に
そ
の
よ
う
な
記

述
は
な
い
。
仮
に
先
例
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
異
例
の
は
ず
で
あ
り
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
十
一
月
に
は
天
皇
の
求
め
た
内
侍
所
仮
殿
も
な
い
。

も
し
藤
田
氏
の
い
う
よ
う
に
光
格
天
皇
が
朝
儀
の
「
復
古
」
を
追
求
し
て
い
た
な
ら
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
無
行
幸
で
親
祭
の
叶
わ
な
い
例
に
拠
り
、
大
嘗
会
よ
り
も
先

に
新
嘗
祭
を
挙
行
す
る
こ
と
は
、
論
理
矛
盾
以
外
の
何
物
で
も
な
か
ろ
う
。

　

そ
れ
で
も
天
皇
が
そ
の
よ
う
な
判
断
を
し
た
な
ら
ば
、
天
皇
に
よ
る
内
侍
所
仮
殿
へ
の
こ
だ
わ
り
を
含
め
、
そ
の
理
由
が
問
題
の
は
ず
で
あ
り
、
天
皇
は
藤
田

氏
の
想
定
と
は
異
な
る
全
く
別
の
目
的
で
朝
儀
の
再
興
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
筆
者
が
光
格
天
皇
に
よ
る
朝
儀
の
再
興
の
質丶
を
問
う

べ
き
だ
と
述
べ
た
理
由
は
こ
の
点
に
あ
る
。
天
皇
に
よ
る
朝
儀
の
再
興
を
礼
賛
し
て
支
持
し
、
幕
府
に
対
し
て
気
炎
を
吐
く
公
卿
の
所
感
を
そ
の
ま
ま
歴
史
家
の

評
価
と
し
て
も
受
け
と
め
て
し
ま
い
、
朝
儀
の
再
興
と
「
復
古
」
の
み
を
根
拠
と
し
て
当
時
の
天
皇
・
朝
廷
の
幕
府
に
対
す
る
力
量
を
云
々
す
る
な
ど
、
歴
史
の

叙
述
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
危
う
い
。
冷
静
に
考
え
て
、
当
時
の
ほ
か
の
公
卿
の
日
記
に
あ
る
よ
う
に
、
朝
儀
の
再
興
や
建
物
の
造
営
す
ら
、
幕
府
の
支
援
が
な
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け
れ
ば
実
現
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
何
を
も
っ
て
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
の
政
治
的
力
量
・
地
位
の
増
強
と
す
る
の
か
、
そ
も
そ
も
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
と
は
い
か

な
る
存
在
で
あ
る
の
か
、
こ
れ
ま
で
の
論
者
は
根
本
的
に
考
え
な
お
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
本
稿
は
、
光
格
天
皇
に
よ
る
朝
儀
の
再
興
の
歴
史
的
再
評
価
を
通
じ
た
、
肥
大
化
す
る
光
格
天
皇
像
の
是
正
を
目
的
と
し
、
同

天
皇
の
朝
儀
再
興
が
開
始
さ
れ
る
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
焦
点
を
あ
て
、
①
な
ぜ
同
年
に
朝
儀
の
再
興
が
開
始
さ
れ
、
②
な
ぜ
新
嘗
祭
を
無
行
幸
の
形
式
で

大
嘗
会
よ
り
も
前
に
挙
行
す
る
と
い
う
異
例
の
判
断
が
な
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
説
明
を
試
み
、
天
皇
に
と
っ
て
朝
儀
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
再
興
に
取
り
組
む
光
格
天
皇
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
か
、
考
察
し
た
い
。

一
、
光
格
天
皇
の
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
延
引
の
決
定
時
期

　

安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
十
月
二
十
九
日
、
後
桃
園
天
皇
は
病
没
し
た
が
、
当
初
そ
の
喪
は
秘
さ
れ
、
同
年
十
一
月
九
日
に
同
天
皇
の
叡
慮
と
し
て
皇
位
継
承

者
の
不
在
に
よ
り
閑
院
宮
典
仁
親
王
の
五
男
祐
宮
（
九
歳
）
を
養
子
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
同
宮
の
践
祚
が
仰
せ
出
さ
れ
た
こ
と
を
う
け
、
同
天
皇
の
病
没
も
明

ら
か
と
な
り
、
祐
宮
（
光
格
天
皇
）
は
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
十
一
月
二
十
五
日
に
践
祚
し
た

）
（1
（

。

　

そ
の
翌
年
、
京
都
所
司
代
の
久
世
広
明
は
、
新
天
皇
の
即
位
が
い
つ
頃
に
な
る
予
定
で
あ
る
か
を
武
家
伝
奏
に
文
書
で
照
会
し
て
い
る
。【
史
料
一
】
は
、
武

家
伝
奏
久
我
信
通
の
日
記
の
安
永
九
年
正
月
二
十
五
日
条
で
あ
る
。

【
史
料
一
】）

（1
（

　

一
自
出（
久
世
広
明
）

雲
守
一
封
到
来
、
如
左

御
即
位
御
時
節
凡
何
頃
之
御
沙
汰
ニ
可
有
之
哉
、
無
拠
筋
ニ
而
取
調
之
心
得
致
承
知
度
存
候
間
、
可
相
成
候
ハ
ヽ
、
今

（
安
永
九
年
正
月
二
十
五
日
）

夕
迠
ニ
御
様
子
内
々
被
示
下
候
様

致
度
存
候
、
当
（
安
永
九
年
）
冬
中
ニ
も
可
被
遂
行
候
哉
、
来

（
安
永
十
年
・
天
明
元
年
）

年
ニ
可
相
成
哉
、
御
規
式
之
御
期
月
、
唯
今
ニ
而
者
難
被
仰
越
筋
茂
御
座
候
者
、
右
之
御
振
合
な
り
と
も

被　

仰
聞
候
様
致
度
存
候
事

右
摂（
九
条
尚
実
）

政
殿
江
申
入
候
処
、
当（
安
永
九
年
）

冬
中
可
有
御
沙
汰
旨
被
命
、
其（
油
小
路
隆
前
・
久
我
信
通
）

段
両
人
心
得
ニ
申
達
了

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
京
都
所
司
代
は
、
即
位
の
準
備
の
取
り
調
べ
の
心
積
も
り
と
し
て
承
知
し
て
お
き
た
い
の
で
、
な
る
べ
く
な
ら
ば
そ
の
日
の
夕
方
ま
で
に
即
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位
の
予
定
日
を
教
え
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
て
い
る
。
興
味
深
い
点
は
、
京
都
所
司
代
が
必
ず
し
も
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
と
は
限
っ
て
い
な
い
点
で
あ
り
、
同

年
の
冬
か
、
ま
た
は
安
永
十
年
・
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
か
と
い
う
よ
う
に
、
即
位
儀
の
年
月
の
候
補
を
広
く
と
っ
て
照
会
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
し
こ
の

照
会
の
時
点
で
答
え
に
く
い
こ
と
が
あ
る
場
合
に
は
、
検
討
状
況
で
あ
っ
て
も
よ
い
か
ら
教
え
て
ほ
し
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
照
会
は
久
我
に
よ
っ
て
摂
政
の
九

条
尚
実
に
取
り
次
が
れ
た
が
、
摂
政
の
九
条
は
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
の
冬
の
う
ち
で
あ
ろ
う
と
答
え
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
武
家
伝
奏
両
名
の
心
得
と
し
て

京
都
所
司
代
に
回
答
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
の
冬
の
う
ち
と
さ
れ
て
い
た
内
容
は
具
体
化
さ
れ
、
翌
日
の
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
正
月
二
十
六
日
に
は

「
当（
安
永
九
年
）
年
十
二
月
」
と
絞
り
込
ま
れ
、
同
年
正
月
二
十
八
日
に
は
そ
の
日
程
が
光
格
天
皇
の
「
御
内
慮
」
と
な
り
、
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
二
月
二
十
八
日
に
「
御

即
位
可
為
御
内
慮
之
通
旨
」
が
幕
府
よ
り
伝
え
ら
れ
た

）
（1
（

。
ま
た
、
こ
れ
と
相
前
後
し
て
、
践
祚
の
時
点
で
九
歳
で
あ
っ
た
天
皇
の
元
服
の
日
程
も
検
討
さ
れ
て
お

り
、【
史
料
二
】
の
武
家
伝
奏
久
我
信
通
の
日
記
の
安
永
九
年
二
月
二
十
七
日
条
に
よ
れ
ば
、
元
服
は
即
位
儀
を
経
た
安
永
十
年
（
一
七
八
一
）
正
月
に
行
う
案

が
「
御
内
慮
」
と
し
て
京
都
所
司
代
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

【
史
料
二
】）

（1
（

　
　

一
退
出
、
両

（
油
小
路
隆
前
・
久
我
信
通
）

人
同
伴
行
向
出（
久
世
広
明
）

雲
守
亭
、
御
内
慮
申
達

　
　
　
　
　

来
（
安
永
十
年
）
年
正
月

　
　
　
　
　

天
皇
御
元
服
被
行
度
被　

思
食
候　

御
内
慮
之
趣
関
東
江
宜
申
入
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　

二
（
安
永
九
年
）
月

　

す
な
わ
ち
、
天
皇
が
践
祚
・
即
位
し
た
後
に
元
服
す
る
「
天
皇
御
元
服
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
三
月

十
五
日
に
幕
府
か
ら
「
可
為
御
内
慮
之
通
旨
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
る

）
（1
（

。
光
格
天
皇
の
即
位
と
元
服
は
、
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
十
二
月
か
ら
安
永
十
年
（
一
七

八
一
）
正
月
に
か
け
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
か
と
い
え
ば
、
光
格
天
皇
の
即
位
が
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
十
二
月
と
決
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
同
天
皇
の
大
嘗
会
・
新

嘗
祭
の
挙
行
時
期
も
自
ず
と
決
定
す
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
皇
室
制
度
史
料
』
に
よ
れ
ば
、「
大
嘗
祭
の
式
日
は
、
令
に
規
定
は
な
い
が
、『
令

集
解
』
所
引
の
朱
説
に
よ
れ
ば
、
新
嘗
祭
に
同
じ
く
、
十
一
月
の
二
番
目
の
卯
日
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
即
位
礼
が
七
月
以
前
な
ら
ば



35 天明六年の無行幸新嘗祭と光格天皇（野村）

同
年
に
、
八
月
以
後
な
ら
ば
翌
年
に
挙
行
す
る
の
を
定
制
と
す
る
が
、
諒
闇
の
期
間
に
当
た
る
場
合
に
は
、
そ
の
諒
闇
が
終
わ
る
の
を
待
ち
挙
行
す
る
の
を
例
と

す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら

）
11
（

、
本
来
な
ら
ば
安
永
十
年
・
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
十
一
月
の
下
卯
日
に
大
嘗
会
が
挙
行
さ
れ
、
新
嘗
祭
は
そ
の
翌
年
と
い
う
こ

と
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、【
史
料
三
】
の
武
家
伝
奏
久
我
信
通
の
日
記
の
安
永
十
年
四
月
二
十
二
日
条
に
は
、
武
家
伝
奏
が
京
都
所
司
代
に
対
し
、
光
格
天
皇
の
大
嘗
会
と

新
嘗
祭
の
挙
行
に
関
す
る
摂
政
の
見
解
を
書
付
と
し
て
伝
達
し
て
い
る
模
様
が
記
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
三
】）

1（
（

　
　

任
序
、
別
帋
書
付
相
達
、
如
左
兼
而
有
殿
（
九
条
尚
実
）
下
之
命

　
　
　
　

大
嘗
会
之
事
、　

御
内
慮
可
被
仰
進
之
処
、　

仙
（
後
桜
町
上
皇
）
洞
思
召
被
為
在
候
ニ
付
、
当（
光
格
天
皇
）

御
代
者
御
成
長
之
後
被
行
候
様
ニ
と
被
思
召
候
、
因
之
、
暫
御
延
引
之

　
　
　
　

御
事
ニ
候
、
御
再
興
以
来
、
連
綿
之
儀
ニ
候
得
者
、
於
関
東
若
御
不
審
も
可
有
之
哉
、
右
之
趣
、
内
々
其
元
迠
可
申
入
置
之
由
、
摂（
九
条
尚
実
）

政
殿
被
命
候

　
　
　

一
新
嘗
会
、
是
又
同
前
ニ
付
、
先
暫
之
内
者
、
御
再
興
以
前
之
通
新
嘗
御
祈
ニ
而
可
有
之
候
、
右
之
趣
も
内
々
其
（
久
世
広
明
）
元
江
申
入
置
候
様
、
摂
政
殿
被
命
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　

四
（
安
永
十
年
）
月

　
　

右
各
承
知
之
段
、
出（
久
世
広
明
）

雲
守
申
答
了
、
両

（
油
小
路
隆
前
・
久
我
信
通
）

人
道
帰

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
本
来
な
ら
ば
安
永
十
年
（
一
七
八
一
）
の
こ
の
時
期
ま
で
に
は
、
大
嘗
会
の
挙
行
に
つ
い
て
の
「
御
内
慮
」
が
幕
府
に
仰
せ
進
め
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
こ
ろ
、
後
桜
町
上
皇
に
考
え
が
あ
り
、
上
皇
と
し
て
は
光
格
天
皇
の
大
嘗
会
は
天
皇
の
成
長
後
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
と
考
え
て
い
る
こ
と
、
こ
の
上

皇
の
意
向
に
よ
り
、
大
嘗
会
は
し
ば
ら
く
延
引
と
な
る
こ
と
、
こ
れ
ま
で
大
嘗
会
は
連
綿
と
続
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
の
で
、
幕
府
に
お
い
て
も
不
審
に
思

う
の
で
は
な
い
か
と
、
内
々
に
延
引
の
こ
と
を
京
都
所
司
代
に
申
し
入
れ
て
お
く
よ
う
に
摂
政
が
命
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
書
付
に
記
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
そ
の
書
付
に
は
、
新
嘗
祭
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
り
、
大
嘗
会
と
同
様
に
新
嘗
祭
も
天
皇
の
成
長
後
ま
で
延
引
し
、
新
嘗
祭
の
挙
行

さ
れ
な
い
間
、
し
ば
ら
く
は
再
興
以
前
の
挙
行
形
態
で
あ
っ
た
新
嘗
御
祈
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
も
内
々
に
京
都
所
司
代
に
申
し
入
れ
て
お
く
よ
う

に
と
摂
政
が
命
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
光
格
天
皇
の
大
嘗
会
と
新
嘗
祭
を
延
引
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
安
永
十
年
（
一
七
八
一
）
二
月
六
日
に
後
桜
町
上
皇
が
禁
裏
御
所
に
御
幸
し
た

際
、
摂
政
の
九
条
尚
実
と
の
間
で
「
大
嘗
会
・
新
嘗
会
御
延
引
事
」
を
話
し
合
っ
て
い
る
か
ら

）
11
（

、
こ
の
頃
ま
で
に
は
延
引
の
方
針
が
固
ま
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
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う
。

　

光
格
天
皇
の
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
に
つ
い
て
、「
御
成
長
之
後
」
と
い
う
曖
昧
で
且
つ
時
期
を
確
定
さ
せ
な
い
形
で
の
延
引
が
、
後
桜
町
上
皇
の
意
向
に
よ
り
決

定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
本
稿
が
問
題
と
し
た
い
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
方
針
の
下
、
な
ぜ
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
新
嘗
祭
の
ほ
う
が
無
行
幸
と
い

う
形
で
大
嘗
会
に
先
行
し
て
挙
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に
は
大
嘗
会
も
挙
行
さ
れ
る
の
だ

が
、
安
永
十
年
（
一
七
八
一
）
四
月
の
後
桜
町
上
皇
に
よ
る
意
向
・
基
本
方
針
が
明
ら
か
と
な
っ
た
以
上
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
か
ら
天
明
七
年
（
一
七
八

七
）
の
新
嘗
祭
・
大
嘗
会
に
関
す
る
動
向
を
単
に
光
格
天
皇
に
よ
る
朝
儀
再
興
の
動
向
の
一
環
と
し
て
の
み
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
朔
旦
冬
至
旬
の
再
興
と
忌
月
廃
止

　

藤
田
覚
氏
に
よ
る
と
、「
光
格
天
皇
に
よ
る
朝
儀
の
再
興
・
復
古
は
、
天
明
六
年
か
ら
始
ま
る
」
と
さ
れ
る

）
11
（

。
そ
の
初
発
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
朝
儀
が
朔

旦
冬
至
旬
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
の
朝
儀
再
興
の
流
れ
の
中
で
は
朔
旦
冬
至
旬
に
伴
う
赦
と
叙
位
、
内
侍
所
の
修
復
と
仮
殿
の

造
営
計
画
、
新
嘗
祭
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
正
月
五
日
の
叙
位
（
小
除
目
）
の
再
興
計
画
、
真
言
院
の
再
興
計
画
な
ど
に
言
及
が
あ
る

）
11
（

。
藤
田
氏
は
「
天
明

六
年
に
は
、
再
興
が
実
現
し
た
朝
儀
、
再
興
を
図
っ
た
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
朝
儀
が
こ
も
ご
も
あ
り
、
矢
継
ぎ
早
に
朝
儀
の
再
興
を
進
め
よ
う
と
前
の
め
り

に
な
っ
て
い
る
光
格
天
皇
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
が

）
11
（

、
同
氏
の
叙
述
で
は
、
そ
の
よ
う
な
朝
儀
再
興
の
動
き
に
お
い
て
「
天
皇
の
主
体
的
、
主
導

的
な
行
動
」
や
「
天
皇
の
意
思
」「
天
皇
の
意
欲
」
を
見
出
す
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

）
11
（

。

　

し
か
し
、
な
ぜ
光
格
天
皇
が
朝
儀
の
再
興
を
開
始
さ
せ
る
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
、
前
述
の
儀
式
や
造
営
対
象
を
選
択
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、

朔
旦
冬
至
旬
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
理
由
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
そ
の
再
興
に
取
り
組
ん
だ
事
実
そ
の
も
の
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
朔
旦
冬
至
旬
に
付
随
す
る
赦

や
叙
位
、
叙
位
の
再
興
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
こ
と
の
代
替
と
し
て
の
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
正
月
五
日
の
叙
位
（
小
除
目
）
の
再
興
計
画
は
、
朔
旦
冬
至

旬
の
再
興
と
の
関
係
で
説
明
は
さ
れ
る
が
、
肝
心
の
朔
旦
冬
至
旬
の
選
択
理
由
が
不
明
の
た
め
、
天
皇
の
考
え
の
内
容
は
藤
田
氏
の
い
う
ほ
ど
に
は
わ
か
ら
な
い

の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
試
み
に
、
な
ぜ
光
格
天
皇
が
朔
旦
冬
至
旬
の
再
興
に
取
り
組
ん
だ
の
か
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
が
存
在
す
る
か
否
か
を
検
討
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
武
家
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伝
奏
の
油
小
路
隆
前
の
日
記
の
天
明
六
年
六
月
十
四
日
条
に
、【
史
料
四
】
の
よ
う
な
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

【
史
料
四
】）

11
（

　
　

一
亜
（
久
我
信
通
）
相
同
伴
、
向
因（
戸
田
忠
寛
）

幡
守
役
宅
、
両
条
申
談
、
覚
書
渡
之

　
　
　

来（
天
明
六
年
）

十
一
月
朔
旦
冬
至
相
当
候
、
是
迠
平
座
被
行
候
得
共
、
往
古
者
旬
之
儀
被
行

　
　
　

出
御
被
為
在
候
事
ニ
候
、
宝
徳
元
年
旬
之
儀
被
行
候
以
後
、
中
絶
候
、　

御
先
々
茂
御
再
興
之　

思
食
被
為
在
候
得
共
、
彼
是
差
支
等
有
之
、
先
平
座
ニ

　
　
　

而
相
済
来
候
、
併
邂
逅
之
佳
節
ニ
候
上
、　

御
先
々
之
思
食
茂
被
為
在
候
儀
、
旁
以
旬
之
儀
御
再
興
被
遊
度
被　

思
食
候
、
表
立
被　

仰
進
、
御
差
支
茂

　
　
　

有
之
間
敷
哉
、
其
元
迠
可
及
御
内
談
之
旨
、
関（
九
条
尚
実
）

白
殿
被
命
候
事

　
　
　
　
　

六
（
天
明
六
年
）
月

　

こ
れ
は
、
武
家
伝
奏
の
油
小
路
隆
前
・
久
我
信
通
が
、
京
都
所
司
代
の
戸
田
忠
寛
に
対
し
、
朔
旦
冬
至
旬
の
再
興
を
「
御
内
慮
」
の
前
段
階
で
あ
る
「
御
内
談
」

と
し
て
申
し
入
れ
た
際
の
覚
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
十
一
月
は
朔
旦
冬
至
に
該
当
し
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
藤
田
覚
氏
に
よ
る

と
、「
十
一
月
一
日
（
朔
日
）
が
冬
至
に
あ
た
る
日
を
朔
旦
冬
至
と
い
っ
て
吉
日
と
し
、
天
皇
は
紫
宸
殿
に
出
御
し
て
群
臣
に
酒
と
肴
を
賜
っ
て
祝
っ
た
。
こ
れ

を
朔
旦
冬
至
旬
と
い
い
、
ほ
ぼ
十
九
年
に
一
度
め
ぐ
っ
て
く
る
。
朔
旦
冬
至
旬
は
宝
徳
元
年
（
一
四
四
九
）
か
ら
中
絶
し
て
い
た
が
、
天
明
六
年
十
一
月
一
日
に

三
三
七
年
ぶ
り
に
再
興
さ
れ
た
」
と
い
い
、「
光
格
天
皇
は
、
五
月
に
朔
旦
冬
至
旬
を
再
興
さ
せ
る
意
向
を
表
明
し
た
。
天
皇
は
五
月
六
日
、
武
家
伝
奏
に
「
今

年
の
朔
旦
冬
至
に
平
座
（
天
皇
が
出
席
し
な
い
儀
式
の
こ
と
）
は
残
念
な
の
で
節
会
を
再
興
し
た
い
、
と
関
白
に
話
し
て
あ
る
の
で
、
関
白
か
ら
そ
の
話
が
あ
っ

た
ら
取
り
計
ら
え
、
ま
ず
内
々
に
伝
え
て
お
く
」
と
命
じ
た
」
と
さ
れ
、「
朔
旦
冬
至
旬
の
再
興
は
、
天
皇
主
導
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
」
と
確
認
し
た
後
、【
史
料

四
】
と
同
じ
『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
の
天
明
六
年
六
月
十
四
日
条
に
お
け
る
下
行
米
の
交
渉
の
部
分
を
紹
介
し
て
い
る

）
11
（

。

　

し
か
し
、
藤
田
氏
の
引
用
し
な
か
っ
た
【
史
料
四
】
の
関
白
九
条
尚
実
の
命
令
に
基
づ
く
武
家
伝
奏
の
京
都
所
司
代
に
対
す
る
内
談
に
よ
れ
ば
、
朔
旦
冬
至
旬

の
再
興
の
理
由
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
天
皇
も
再
興
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
様
々
な
差
し
支
え
が
あ
り
、
ま
ず
は
旬
で
は
な
く
平
座
と
し
て
き
た
と
し
た

上
で
、「
併
邂
逅
之
佳
節
ニ
候
上
、　

御
先
々
之
思
食
茂
被
為
在
候
儀
、
旁
以
旬
之
儀
御
再
興
被
遊
度
被　

思
食
候
」（
し
か
し
、
光
格
天
皇
の
在
位
中
の
朔
旦
冬

至
と
い
う
偶
然
の
佳
節
で
あ
る
上
、
歴
代
の
天
皇
の
お
考
え
も
お
あ
り
だ
っ
た
こ
と
だ
か
ら
、
朔
旦
冬
至
旬
を
再
興
な
さ
り
た
い
と
天
皇
は
お
考
え
に
な
っ
て
い

る
）
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
光
格
天
皇
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
偶
然
に
も
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
朔
旦
冬
至
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と
な
る
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
逆
に
い
え
ば
、
も
し
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、
後
花
園
天
皇
以
来
と
同
様
、
旬
で
は
な
く
、
平
座
で
済
む
問
題
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

朔
旦
冬
至
そ
の
も
の
が
、
天
皇
・
朝
廷
の
存
在
や
神
事
と
密
接
に
関
わ
る
な
ど
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
説
明
で
は
な
く
、
再
興
の
理
由
説
明
の
論
理
と
し
て
は

弱
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
京
都
所
司
代
の
戸
田
は
「
両
条
承
伏
、
自
是
可
及
挨
拶
旨
」
を
答
え
た
も
の
の

）
11
（

、
藤
田
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
「
こ
の
件
に
つ
い
て
、

所
司
代
か
ら
な
か
な
か
回
答
が
来
な
か
っ
た
」
の
で
あ
り
、「
幕
府
か
ら
の
回
答
が
二
か
月
以
上
も
な
か
っ
た
理
由
は
、
幕
府
で
は
そ
の
頃
、
老
中
田
沼
意
次
の

辞
職
に
繋
が
っ
た
重
要
政
策
の
行
き
詰
ま
り
、
さ
ら
に
将
軍
徳
川
家
治
の
死
去
な
ど
が
続
く
混
乱
状
況
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
は
あ
っ

た
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
混
乱
の
最
中
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
程
度
の
問
題
は
後
回
し
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
八
月
二
十
七
日
の
田
沼
意
次
の
失
脚
が
京
都
所
司
代
か
ら
武
家
伝
奏
に
伝
え
ら
れ
る
の
は
同
年
九
月
五
日

）
11
（

、
同
年
九
月
八
日
の
徳
川

家
治
の
病
没
は
九
月
十
二
日
に
朝
廷
へ
知
ら
さ
れ
る

）
1（
（

。
天
皇
が
武
家
伝
奏
を
召
し
出
し
て
「
朔
旦
之
事
、
返
答
未
無
之
哉
之
由
、
有　

仰
」

）
11
（

と
催
促
し
た
八
月
十

五
日
時
点
で
は
、
田
沼
の
失
脚
や
家
治
の
病
没
は
未
発
で
あ
り
、
進
行
し
つ
つ
あ
る
事
態
の
深
刻
さ
を
天
皇
も
朝
廷
も
認
識
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

政
治
史
全
体
の
中
で
の
朔
旦
冬
至
旬
の
再
興
の
重
要
度
に
つ
い
て
は
、
冷
静
に
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
も
、天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
八
月
十
六
日
の
武
家
伝
奏
か
ら
の
催
促
を
う
け

）
11
（

、幕
府
は
【
史
料
四
】
の
「
御
内
談
」
に
対
し
て
「
表

立
可
被　

仰
進
老
中
申
之
由
」
を
京
都
所
司
代
経
由
で
八
月
二
十
六
日
に
回
答
し

）
11
（

、
武
家
伝
奏
は
八
月
二
十
八
日
に
京
都
所
司
代
へ
「
朔
旦
旬
御
再
興　

御
内
慮

之
事
、
演
説
書
」
を
渡
し
て
い
る

）
11
（

。
そ
し
て
、
九
月
二
十
九
日
に
幕
府
か
ら
「
朔
旦
冬
至
旬
御
再
興
之
事
、
可
為　

思
召
之
通
、
且
下
行
米
弐
百
石
程
可
有
進
上
」

と
の
回
答
が
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

）
11
（

。

　

朔
旦
冬
至
旬
の
再
興
が
、
か
よ
う
に
幕
府
の
動
揺
す
る
中
に
あ
っ
て
も
、
ぜ
ひ
取
り
組
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
っ
た
と
は
筆
者
は
思
わ
な
い
の
で

あ
る
が
、
幕
府
は
天
皇
・
朝
廷
か
ら
の
要
望
に
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
も
誠
実
に
対
応
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
天
皇
ら
に
よ
る
朔
旦
冬
至
旬

の
再
興
へ
の
取
り
組
み
の
軽丶
さ丶
に
起
因
す
る
で
あ
ろ
う
問
題
が
、
前
述
の
武
家
伝
奏
か
ら
幕
府
へ
の
「
御
内
慮
」
の
伝
達
後
、
そ
れ
へ
の
正
式
の
回
答
が
も
た
ら

さ
れ
る
ま
で
の
間
に
露
呈
し
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
藤
田
氏
も
、
そ
の
問
題
に
は
言
及
し
て
お
り
、
そ
れ
は
「
御
内
慮
」
の
伝
達
後
に
な
さ
れ
た
再
興
の
是
非
に

関
す
る
勅
問
に
対
す
る
勅
答
に
お
い
て
、
後
桃
園
天
皇
の
忌
月
（
十
一
月
）
に
朔
旦
冬
至
旬
を
再
興
す
る
こ
と
へ
の
疑
義
が
廷
臣
か
ら
示
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た

）
11
（

。
筆
者
と
し
て
は
、
な
ぜ
光
格
天
皇
が
「
御
内
談
」
の
前
か
、
ま
た
は
、
せ
め
て
「
御
内
談
」
と
「
御
内
慮
」
と
の
間
で
廷
臣
へ
の
勅
問
を
下
さ
な
か
っ
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た
の
か
、
甚
だ
理
解
に
苦
し
む
し
、
そ
こ
に
は
あ
る
意
味
で
光
格
天
皇
と
朝
廷
の
政
治
的
力
量
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
の
で
あ
る
が
、
い
ま

そ
れ
は
措
く
。

　

そ
れ
よ
り
も
、
こ
こ
で
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
、
藤
田
氏
が
忌
月
の
問
題
の
解
決
と
朔
旦
冬
至
旬
の
再
興
に
つ
い
て
「
議
奏
中
山
愛
親
ら
が
奔
走
し
、
や
や
強
引

に
再
興
が
決
ま
っ
た
」
と
す
る
中
、
忌
月
の
問
題
の
解
決
方
法
を
め
ぐ
っ
て
「
天
皇
の
命
令
と
関
白
の
指
示
と
が
齟
齬
」
し
て
い
た
が
、「
天
皇
（
お
よ
び
中
山

愛
親
ら
議
奏
）
の
意
向
が
強
く
、
天
皇
の
主
導
で
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
様
子
」
を
指
摘
し
て
い
る
の
み
で

）
11
（

、
忌
月
の
問
題
が
提
起
す
る
本
質
的
な
事
柄
に
気
づ

い
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

藤
田
氏
は
、
件
の
勅
問
が
九
月
二
日
で
あ
っ
た
と
し
、
忌
月
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
解
決
を
模
索
す
る
中
山
愛
親
が
正
親
町
公
明
に
宛
て
た
書
状
を
紹
介
し
て
い

る
が
、
同
氏
は
正
親
町
公
明
が
日
記
に
留
め
て
い
る
中
山
と
の
往
復
書
状
の
う
ち
、
そ
の
一
部
（
五
つ
の
う
ち
の
一
つ
、
本
稿
の
【
史
料
七
】）
か
ら
し
か
引
用

し
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、
正
親
町
公
明
の
日
記
に
留
め
ら
れ
た
正
親
町
と
中
山
愛
親
と
の
往
復
書
状
の
内
容
を
検
討
す
る
と
、
最
初
の
中
山
愛
親
か
ら
の
書
状
は
、
次
の
【
史

料
五
】
に
示
し
た
天
明
六
年
九
月
三
日
付
の
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
五
】）

11
（

　
　

其
後
、
不
参
窺
、
背
本
意
候
、
多
罪
重
畳
候

　
　

抑
一
（
天
明
六
年
九
月
）

日
内
々
申
入
候
朔
旦
冬
至
旬
儀
御
再
興
之
事
、
雖
御
忌
月
、
不
可
有
傍
難
哉
、
甚
乍
内
々
、
准
拠
之
例
、
高
勘
希
入
存
候

　
　

何
卒
被
行
候
様
致
度
候
、
右
障
礙
出
来
当
惑
、
内
密
乍
例
御
扶
助
希
入
候（
天
明
六
年
九
月
四
日
）

、
明
日
巳
刻
迠
ニ
御
答
申
出
度
候
、
委
曲
者
明
日
可
参
申
入
候
也

　
　
　
　

九
天
明
六
年月
三
日　
　
　

愛（
中
山
）親

　
　

正
親
町
前
大（
公
明
）
納
言
殿

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
中
山
は
す
で
に
九
月
一
日
に
朔
旦
冬
至
旬
の
再
興
の
こ
と
を
正
親
町
に
話
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
中
山
が
勅
問
の
前
に
忌
月
の
問
題
に
気

づ
き
、
そ
れ
を
含
め
て
正
親
町
に
話
を
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
、
わ
か
ら
な
い
。
中
山
は
朔
旦
冬
至
旬
が
再
興
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
儀
式
の
次
第
を
検
討
す
べ

く
、
正
親
町
に
口
頭
で
相
談
を
し
た
の
み
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
九
月
二
日
の
勅
問
で
忌
月
の
指
摘
が
あ
り
、
あ
わ
て
て
九
月
三
日
に
忌
月
で
も
再

興
し
て
問
題
な
い
だ
ろ
う
か
、
問
題
が
な
い
な
ら
ば
、
根
拠
と
な
る
先
例
を
勘
案
し
て
ほ
し
い
と
依
頼
を
し
て
い
る
。
中
山
と
し
て
は
、
ぜ
ひ
再
興
し
た
い
と
考
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え
て
い
た
よ
う
で
、
忌
月
と
い
う
「
障
礙
」
が
発
生
し
て
困
惑
し
て
お
り
、
内
々
に
助
け
て
ほ
し
い
と
懇
願
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
正
親
町
の
返

書
は
、【
史
料
六
】
で
あ
る
。

【
史
料
六
】）

11
（

　
　

畏
誦
候
ー
、
抑
朔
旦
旬候
下
、疾
気
憺
感
不
為
之
間
、及
御
無
音
候
也

儀
可
有
御
再
興
之
旨
、
珎
重
典
極
候
、
但
御
忌
月
候
間
、
准
拠
之
例
可
勘
申
入
之
由
、
承
候
、
識
者
之
加
難
此
事
ニ
候
、
天
皇
冠
礼

・
朝
覲
行
幸
等
難
為
准
拠
候
、
■
（
墨
消
）於
当
代
、
賀
表
奏
・
平
座
可
為
穏
便
存
候
、
近
例
桜
町
院
代
始
、
節
会
難
出
御
候
、
簾
中
之
儀
候
欤欤
、
尚
明

（
天
明
六
年
九
月
四
日
）

日
可
及
委
啓
、

匆
々
如
此
候

　
　
　
　
　
　
　

九（
天
明
六
年
）

月
三
日　
　
　

公（
正
親
町
）明

　

こ
こ
で
正
親
町
は
中
山
に
対
し
、
朔
旦
冬
至
旬
の
再
興
は
珍
重
だ
と
し
て
、
忌
月
の
問
題
に
対
処
し
得
る
先
例
の
勘
案
の
要
請
に
は
一
定
の
理
解
を
示
し
な
が

ら
も
、
そ
の
困
難
を
指
摘
し
、
桜
町
天
皇
の
時
の
例
も
引
き
、
光
格
天
皇
の
代
で
の
朔
旦
冬
至
の
儀
式
は
賀
表
の
奏
上
と
平
座
で
行
う
こ
と
が
穏
当
で
は
な
い
か

と
も
提
言
し
て
い
る
。
無
理
に
旬
の
再
興
を
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
正
親
町
の
提
言
を
う
け
、
中
山
は
【
史
料
七
】

に
あ
る
よ
う
に
、

【
史
料
七
】）

1（
（

　
　

昨

（
天
明
六
年
九
月
三
日
）

夜
者
委
細
垂
旨
畏
入
候
、
可
為
御
面
倒
恐
入
候
、
抑
一
件
如
来
教
、
重
陽
・
端
午
・
踏
哥
等
依
御
忌
月
被
停
宴
会
事
ニ
候
へ
ハ
、
弥
関
東
御
内
慮
も
可
被

　
　

相
止
候
、
乍
残
念
被
一
定
候
御
様
子
ニ
候
、
返
々
、
御
忌
月
之
事
、
自
最
初
不
存
付
、
赤
面
之
至
候
、
貴
報
畏
入
候
、
今

（
天
明
六
年
九
月
四
日
）

日
可
為
参
入
申
入
候
処
、
妹
退
出

　
　

適
之
儀
、
在
宅
仕
度
候
、
不
能
其
儀
候
、
尚
期
面
上
、
可
申
謝
候
也

　
　
　
　
　

九（
天
明
六
年
）

月
四
日　
　
　
　

愛（
中
山
）親

　
　
　

正
親
町
前
大（
公
明
）
納
言
殿

先
例
の
観
点
か
ら
も
忌
月
に
節
会
は
停
止
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
伝
達
さ
れ
た
「
御
内
慮
」
も
止
め
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
こ
と
は
残

念
な
が
ら
決
ま
っ
た
模
様
で
あ
る
こ
と
、
忌
月
の
こ
と
に
最
初
か
ら
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
自
身
の
不
明
を
恥
じ
る
旨
を
述
べ
、
本
来
は
会
っ
て
話
を
し
た
い
が
、

御
所
か
ら
の
妹
の
退
出
と
重
な
っ
て
し
ま
っ
て
在
宅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
会
っ
て
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
と
わ
り
、
後
日
に
会
っ
て
礼
を
述
べ
た

い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
正
親
町
は
【
史
料
八
】
に
お
い
て
、
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【
史
料
八
】）

11
（

　
　

再
領
貴
札
、
畏
誦
候
、
抑
一
件
、
重
陽
・
端
午
・
踏
哥
等
、
依
御
忌
月
、
被
止
宴
会
候
事
ニ
候
へ
ハ
、
弥
関
東
御
内
慮
も
可
被
相
止
、
被
一
定
候
趣
、
承
届
、

　
　

乍
残
情
、
其
理
可
然
存
候
、
今
日
光
臨
、
妹
君
御
退
出
ニ
付
、
被
相
止
候
旨
、
御
丁
寧
之
御
示
存
候
、
自
是
可
企
参
候
へ
共
、
不
恙
、
冒
雨
出
頭
難
叶
候
間
、

　
　

尚
不
日
ニ
期
参
謁
候
也

　
　
　
　
　
　
　

九（
天
明
六
年
）

月
四
日　
　
　

公（
正
親
町
）明

と
記
し
、再
興
の
断
念
に
つ
い
て
は
残
念
だ
と
し
な
が
ら
も
「
其
理
可
然
存
候
」
と
賛
意
を
示
し
て
い
る
。
忌
月
に
宴
会
を
停
止
し
て
き
た
例
が
存
在
す
る
以
上
、

再
興
の
強
行
は
危
ぶ
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
当
時
の
公
卿
の
常
識
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
中
山
は
、
そ
の
日
の
う
ち
に
【
史
料
九
】
の
書
状
を
正
親
町
に
送
り
、
後
醍
醐
天
皇
在
位
中
の
忌
月
に
お
け
る
旬
へ
の
出
御
の
例
を
発
見
し
た
と

報
じ
、
忌
月
に
宴
会
を
停
止
し
た
り
、
出
御
を
簾
中
に
止
め
た
り
と
い
う
例
が
あ
る
中
で
、
再
興
は
如
何
か
と
も
思
う
け
れ
ど
も
、
忌
月
に
お
け
る
旬
へ
の
出
御

の
先
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
再
興
へ
の
望
み
を
つ
な
ぐ
た
め
、
今
一
度
正
親
町
の
考
え
を
聞
き
た
い
と
述
べ
て
い
る
。

【
史
料
九
】）

11
（

　
　

今

（
天
明
六
年
九
月
四
日
）

朝
御
報
畏
入
候
、
旬
之
事
、

　
　

建
武
二
年
十
一
月　

出
御
南
殿

　
　

後
醍
醐
院
御
在
位
中

　
　

談
天
門
院
元
応
元
年
十
一
月
十
五
日
崩

　
　
　
　

一
周
御
忌
之
事
、
園（
園
太
暦
）太観
応
二
三
十
八
所
見

　
　

右
之
例
も
有
之
、
猶
可
被
行
候
哉
、
但
旧
例
端
午
・
重
陽
・
踏
哥
被
停
宴
、
近
例
白
馬
簾
中
出
御
、
殊
以
再
興
之
事
如
何
ニ
ハ
候
得
共
、
非
無
先
例
之
条
、

　
　

残
念
之
餘
、
今
一
応
得
貴
意
候
、
又
々
乍
御
面
倒
、
御
示
教
希
入
候
也

　
　
　
　
　
　

九（
天
明
六
年
）

月
四
日　
　
　
　

愛（
中
山
）親

　
　

正
親
町
前
大（
公
明
）
納
言
殿

　

こ
れ
に
対
す
る
正
親
町
の
返
書
は
留
め
ら
れ
て
い
な
い
。
正
親
町
の
考
え
は
、【
史
料
六
】
と
【
史
料
八
】
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
仮
に
同
調
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す
る
返
書
を
出
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
積
極
的
な
賛
意
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
も
は
や
中
山
に
お
い
て
、
忌
月
の
意
味
や
朔
旦
冬
至
が
何
で
あ
る
か
な
ど
は
問
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
朔
旦
冬
至

旬
の
再
興
の
こ
と
は
、
幕
府
に
「
御
内
慮
」
と
し
て
伝
達
し
て
し
ま
っ
た
後
で
あ
っ
た
か
ら
余
計
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
も
は
や
再
興
そ
の
も
の
が
目
的
化
し
て
お

り
、
先
例
の
観
点
か
ら
は
撤
回
が
筋
で
は
あ
る
も
の
の
、
様
々
な
体
面
も
あ
り
、
再
興
の
断
念
な
ど
で
き
な
い
と
い
う
思
考
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
の
よ
う
な
推
測
の
い
っ
ぽ
う
、
筆
者
が
指
摘
し
た
い
こ
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
中
山
は
も
ち
ろ
ん
、
光
格
天
皇
も
ま
た
、
後
桃
園
天
皇
の
忌
月
を
何
ら
考

慮
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
尊
重
も
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
君
臣
と
も
に
忘
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
忌
月
に
よ
っ
て
宴
会
は
停
止
さ
れ
、

出
御
が
あ
っ
た
と
し
て
も
簾
中
に
止
め
ら
れ
る
な
ど
の
近
例
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
仮
に
後
醍
醐
天
皇
が
自
身
の
母
親
の
忌
月
に
旬
へ
の
出
御
を

し
て
い
た
と
し
て
も
、
天
皇
の
母
の
忌
月
と
天
皇
自
身
の
忌
月
と
を
同
一
視
す
る
観
点
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
論
理
で
正
当
化
が
図
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

偶
然
の
産
物
に
過
ぎ
な
い
自
身
の
在
位
中
の
朔
旦
冬
至
を
寿
ぐ
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
朝
儀
の
再
興
を
せ
ん
が
た
め
に
、
自
身
の
養
父
に
あ
た
り
先
帝
で
も

あ
る
後
桃
園
天
皇
の
忌
月
を
蔑
ろ
に
す
る
こ
と
が
、
光
格
天
皇
の
思
い
描
く
「
復
古
」
の
精
神
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
筆
者
の
疑
問
に
対
し
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、【
史
料
十
】
と
し
て
引
い
た
議
奏
勧
修
寺
経
逸
の
日
記
の
天
明
六
年
十
月
一
日
条
に
よ
れ
ば
、

光
格
天
皇
は
次
の
よ
う
な
指
示
を
し
て
い
る
。

【
史
料
十
】）

11
（

　
　

今
日
両
役
召
御
（
光
格
天
皇
）
前
、
朔
旦
冬
至
旬
儀
可
被
行
、
雖
為
御
忌
月
、
於（
光
格
天
皇
）

当
代
者
、
尋
常
之
儀
也
、
有
来
之
通
、
於
公
事
者
有
忌
日
、
無
忌
月
之
法
被
採
用
之
旨
、

　
　

且
上
卿
次
第
作
進
左（
鷹
司
輔
平
）

大
臣
、
奉
行
職
事
頭
弁
（
坊
城
）

俊
⃝親

朝
臣
、
表
作
者
式（
東
坊
城
益
良
）

部
大
輔
之
由
、
被　

仰
下
了
、
且
当
代
有
忌
日
無
忌
月
之
法
被
採
用
之
事
、
今
一
応
関

　
　

白
殿
（
九
条
尚
実
）意
可
尋
之
旨
、
有　

仰
、
則
中
山
前
（
愛
親
）

大
納
言
向
彼
亭
、
被
伝
仰
之
処
、
猶

仙（
後
桜
町
上
皇
）

洞
へ
も
被
申
上
之
後
、
可
有　

勅
答
之
旨
、
被
申
、
依
此
事
、
今
日
奉
行
職
事
雖
召
給
、
不　

仰
下

　

す
な
わ
ち
、
朔
旦
冬
至
旬
は
行
う
と
し
、
忌
月
で
は
あ
っ
て
も
、
自
ら
の
代
に
お
い
て
は
平
常
の
月
と
変
わ
ら
ず
、
従
前
の
と
お
り
、
公
事
に
お
い
て
は
忌
日

が
あ
っ
て
忌
月
は
な
い
と
い
う
原
則
を
採
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
朔
旦
冬
至
旬
の
上
卿
ら
を
指
名
し
た
が
、
忌
日
と
忌
月
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
、
一
応
関
白
の
意
見
を
聴
く
よ
う
指
示
し
、
中
山
が
九
条
邸
へ
と
赴
い
た
と
こ
ろ
、
九
条
は
後
桜
町
上
皇
に
も
申
し
上
げ
て
か
ら
返
答
す
る
と
答
え
た
た
め
、

天
皇
は
奉
行
職
事
の
発
令
を
思
い
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
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こ
こ
か
ら
は
、
忌
月
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
な
ら
ば
忌
月
を
採
用
し
な
い
と
い
う
論
法
が
採
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
議
奏

の
勧
修
寺
が
唱
え
て
い
た
『
園
太
暦
』
な
ど
に
よ
る
「
有
忌
日
無
忌
月
之
事
、
分
明
也
」

）
11
（

と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
光
格
天
皇
が
忌

月
の
不
採
用
と
い
う
判
断
を
す
る
に
あ
た
り
、
後
桜
町
上
皇
の
見
解
を
仰
ぐ
と
い
う
手
順
を
踏
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
も
わ
か
り
、
関
白
の
返
答
ぶ
り
を
聴
い
て

初
め
て
気
づ
い
た
と
い
う
こ
と
が
実
態
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
後
桜
町
上
皇
の
意
向
に
つ
い
て
、藤
田
氏
は
武
家
伝
奏
の
油
小
路
隆
前
の
日
記
に
お
け
る
「
院
江
も
被　

仰
進
、無
思
召
御
使
、関
白
以
下
被
尋
下
勅
問
人
々

各
無
所
存
由
言
上
」

）
11
（

と
の
記
述
に
基
づ
き
、「
上
皇
（「
思
召
な
し
」）
と
関
白
以
下
の
勅
問
衆
（
五
摂
家
）
も
賛
成
し
た
」
と
し

）
11
（

、
関
白
の
意
向
に
つ
い
て
は
油

小
路
隆
前
の
日
記
に
「
関（
九
条
尚
実
）

白
殿
賜
書
云
、
御
忌
月
不
被
憚
之
由
、
被　

仰
出
ニ
付
、
前
七
日
十
月
自
六
日
、
十
一
月
自
三
日
、
右
被
相
慎
、
其
余
内
外
尋
常
之
通

可
有
御
心
得
欤欤
、
尚
一
列
江
も
被
仰
合
候
間
、
議
奏
申
談
、
可
申
入
之
由
也
」

）
11
（

と
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、「
前
七
日
（
十
月
六
日
よ
り
前
七
日
、
十
一
月
三
日
よ

り
前
七
日
）
は
慎
む
が
、
そ
れ
以
外
の
日
は
尋
常
の
と
お
り
に
す
る
こ
と
を
申
し
入
れ
る
よ
う
に
指
示
し
た
」
と
述
べ

）
11
（

、「
こ
れ
を
表
向
き
に
す
る
と
、
天
皇
の

命
令
と
関
白
の
指
示
と
が
齟
齬
す
る
」
と
理
解
し
て
い
る

）
11
（

。

　

確
か
に
関
白
の
見
解
を
聞
い
た
議
奏
は
「
被　

仰
出
之
趣
ト
可
齟
齬
之
由
五
卿
所
存
」

）
1（
（

を
示
し
て
い
る
が
、
後
桜
町
上
皇
が
果
た
し
て
「
無
思
召
」
で
あ
っ
た

か
ど
う
か
は
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。
議
奏
の
勧
修
寺
経
逸
の
日
記
の
天
明
六
年
十
月
三
日
条
に
は
「
又
以
中
山
前
（
愛
親
）

大
納
言　

仙
（
後
桜
町
上
皇
）
洞
へ
被
仰
進
之
処
、
可
被

任（
光
格
天
皇
）

叡
慮
之
旨
、
被
仰
上
」

）
11
（

と
あ
る
い
っ
ぽ
う
、「
自
殿
（
九
条
尚
実
）
下　

仙
（
後
桜
町
上
皇
）
洞
へ
被
仰
上
之
処
、
有
忌
日
無
忌
月
之
法
被
用
之
上
者
、
不
依
内
外
事
、
各
可
被
採
用
思
召
之
旨
、

被
仰
進
云
々
」

）
11
（

と
も
あ
る
の
で
あ
り
、
前
述
の
関
白
の
意
向
に
お
け
る
「
其
余
内
外
尋
常
之
通
可
有
御
心
得
欤欤
」
の
部
分
は
、
上
皇
の
見
解
と
一
致
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

忌
日
を
採
用
す
る
場
合
の
運
用
方
法
に
関
す
る
見
解
は
関
白
独
自
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
宮
中
に
と
っ
て
忌
月
の
廃
止
は
大
変
革
で
あ
り
、
実
行
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
な
り
の
覚
悟
と
徹
底
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
上
皇
と
関
白
は
強
調
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
上
皇
が
叡
慮
に
任
せ
る
と
述
べ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
天
皇
の

覚
悟
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
上
皇
は
天
皇
の
考
え
に
全
面
的
な
賛
意
を
表
し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
光
格
天
皇
・
議
奏
と
後
桜
町

上
皇
・
関
白
九
条
尚
実
と
の
間
に
は
、
忌
月
を
廃
し
て
ま
で
の
朔
旦
冬
至
旬
の
再
興
を
め
ぐ
り
、
温
度
差
が
あ
っ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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三
、
天
明
六
年
の
無
行
幸
新
嘗
祭
の
挙
行
目
的

　

天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
の
新
嘗
祭
の
再
興
に
つ
い
て
、
藤
田
覚
氏
は
「
そ
れ
は
、
内
侍
所
仮
殿
の
造
営
と
も
絡
ん
で
い
た
」
と
理
解
し
て
お
り
、
こ
の
内
侍

所
仮
殿
と
の
関
連
を
重
視
す
る
理
解
は
「
内
侍
所
仮
殿
を
神
嘉
殿
に
見
立
て
（
神
嘉
殿
代
）
て
新
嘗
祭
を
親
祭
す
る
と
い
う
天
皇
の
構
想
は
、
天
明
八
年
の
京
都

大
火
に
よ
り
実
現
し
な
か
っ
た
」
が
、「
朝
廷
の
最
も
重
要
な
祭
祀
で
あ
る
新
嘗
祭
を
神
嘉
殿
に
お
い
て
天
皇
が
親
祭
す
る
、
新
嘗
祭
本
来
の
形
に
復
古
さ
せ
よ

う
と
す
る
天
皇
の
意
思
が
、
天
明
六
年
の
時
点
で
う
か
が
え
る
」
と
い
う
評
価
に
つ
な
が
っ
て
い
る

）
11
（

。
そ
の
見
方
・
評
価
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
史
料
が
、【
史

料
十
一
】
と
し
て
示
し
た
、
武
家
伝
奏
油
小
路
隆
前
の
日
記
の
天
明
六
年
閏
十
月
十
日
条
で
あ
る
。

【
史
料
十
一
】）

11
（

　
　

一
両
人
参
殿
（
九
条
尚
実
）
下
依
御
招
也
、
被
命
条
々

　
　

一
一
新
嘗
祭
当
（
天
明
六
年
）
年
ヨ
リ
可
被
行
、
宜
取
斗
事

　
　
　

一
新
嘗
当
年
者
内
侍
参
向
、
明
（
天
明
七
年
）
年
大
嘗
会
、
明（
天
明
八
年
）

後
年
新
嘗
よ
り
可
有
行
幸
事
、
是
者
先
御
物
語
也

　
　
　

一
内
侍
所
假
殿
、
其
侭
被
差
置
、
毎
年
之
新
嘗
於
其
殿
被
行
候
得
者
、
以
来　

内
侍
所
御
修
理
之
節
、
不
及
假
殿
沙
汰
、
此
殿
被
用
候
様
ニ
有
之
度
由
、

　
　
　
　

内
密

　
　
　
　

叡
（
光
格
天
皇
）
慮
也
、
可
思
惟
旨
之
事

　

関
白
の
九
条
尚
実
が
武
家
伝
奏
の
油
小
路
隆
前
・
久
我
信
通
を
招
い
て
指
示
し
た
内
容
の
一
部
で
あ
る
が
、
確
か
に
こ
の
日
、
新
嘗
祭
を
天
明
六
年
（
一
七
八

六
）
か
ら
行
う
の
で
よ
ろ
し
く
取
り
計
ら
う
べ
き
こ
と
、
同
年
の
新
嘗
祭
は
内
侍
が
参
向
し
て
無
行
幸
で
あ
る
こ
と
、
翌
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に
大
嘗
会
を

行
い
、
そ
の
翌
年
の
新
嘗
祭
か
ら
は
行
幸
・
親
祭
す
る
こ
と
が
関
白
か
ら
語
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
内
侍
所
の
修
復
に
伴
う
仮
殿
は
、
用
済
み
と
な
っ
て
も
そ
の
ま

ま
に
し
て
お
き
、
毎
年
の
新
嘗
祭
の
神
殿
と
し
て
用
い
、
そ
こ
で
新
嘗
祭
を
行
う
よ
う
に
す
れ
ば
、
今
後
、
内
侍
所
の
修
復
に
際
し
て
仮
殿
を
造
営
す
る
必
要
も

な
く
、
今
後
の
修
復
で
は
今
回
の
仮
殿
を
用
い
た
い
と
い
う
こ
と
が
天
皇
の
内
密
の
考
え
で
あ
る
か
ら
、
考
慮
す
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
当
時
の
光
格
天
皇
の
立
場
か
ら
は
、
最
重
要
の
祭
祀
は
大
嘗
会
の
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
に
先
行
し
て
新
嘗
祭
を
挙
行
す
る
こ
と
自
体
、
異
例
の
は
ず

で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
先
行
さ
せ
る
新
嘗
祭
は
内
侍
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
て
無
行
幸
で
あ
り
、
内
侍
所
仮
殿
云
々
の
問
題
も
間
に
合
わ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
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天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
の
新
嘗
祭
と
は
関
係
が
な
く
、
新
嘗
祭
を
先
行
さ
せ
る
こ
と
の
意
味
は
不
明
確
な
の
で
あ
る
。
藤
田
氏
は
「
大
嘗
会
を
挙
行
す
る
前
に

新
嘗
祭
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
例
の
存
在
を
根
拠
に
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
が
、
そ
れ
に
関
す
る
史
料
を
引
い
て
い
な
い
。
油
小
路
隆
前
の
日
記
に
も
、

先
例
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
話
は
、
関
白
か
ら
武
家
伝
奏
に
伝
え
ら
れ
る
約
一
个
月
余
前
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
十
月
六
日
に
関
白
が
議
奏
の
勧
修
寺
経
逸
に
話
し
た

こ
と
が
初
見
で
あ
る
。【
史
料
十
二
】
は
そ
の
こ
と
を
記
し
た
勧
修
寺
経
逸
の
日
記
の
一
節
で
あ
る
。

【
史
料
十
二
】）

11
（

　
　

則
参
内
、
又
参
殿
（
九
条
尚
実
）
下
、
良
久
及
御
話
、
当
（
天
明
六
年
）
年
新
嘗
祭
被
行
事
、
廿
（
天
明
六
年
閏
十
月
三
日
）

八
日
後
可
被
仰
遣
関
東
云
々
、
大
嘗
会
雖
已
前
、
有
例
候
、
無　

出
御
之
条
、
例
也

　

す
な
わ
ち
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
新
嘗
祭
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
日
か
ら
二
十
八
日
後
（
閏
十
月
三
日
）
に
幕
府
へ
仰
せ
遣
わ
す
予
定
で
あ

る
と
さ
れ
て
お
り
、
大
嘗
会
よ
り
も
前
に
新
嘗
祭
を
挙
行
す
る
例
は
あ
り
、
そ
の
場
合
は
天
皇
の
出
御
の
な
い
こ
と
が
先
例
で
あ
る
こ
と
も
告
げ
ら
れ
て
い
る
。

藤
田
氏
が
こ
の
史
料
を
見
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
史
料
に
お
い
て
も
、
先
例
の
内
容
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

筆
者
が
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
「
大
日
本
史
料
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
用
い
、
大
嘗
会
の
前
に
新
嘗
祭
が
挙
行
さ
れ
た
例
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
北
朝
の
後

光
厳
天
皇
が
新
嘗
祭
を
停
止
し
た
例
を
除
け
ば

）
11
（

、
承
平
元
年
（
九
三
一
）
十
一
月
二
十
日
の
朱
雀
天
皇
の
例

）
11
（

、
安
和
二
年
（
九
六
九
）
十
一
月
二
十
四
日
の
円
融

天
皇
の
例

）
11
（

、
永
観
二
年
（
九
八
四
）
十
一
月
二
十
一
日
の
花
山
天
皇
の
例

）
11
（

、
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
十
一
月
十
六
日
の
鳥
羽
天
皇
の
例

）
1（
（

、
保
元
三
年
（
一
一
五

八
）
十
一
月
二
十
三
日
の
二
条
天
皇
の
例

）
11
（

、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
十
一
月
十
九
日
の
安
徳
天
皇
の
例

）
11
（

、
養
和
元
年
（
一
一
八
一
）
十
一
月
十
九
日
の
安
徳
天

皇
の
例

）
11
（

、承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
十
一
月
十
九
日
の
後
堀
河
天
皇
の
例

）
11
（

、弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
十
一
月
十
六
日
の
伏
見
天
皇
の
例

）
11
（

、北
朝
の
貞
和
五
年
（
一

三
四
九
）
十
一
月
二
十
二
日
の
崇
光
天
皇
の
例

）
11
（

、
永
享
元
年
（
一
四
二
九
）
十
一
月
二
十
四
日
の
後
花
園
天
皇
の
例

）
11
（

、
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
十
一
月
十
四

日
の
後
桜
町
天
皇
の
例

）
11
（

が
見
出
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
先
例
の
う
ち
、
ど
の
例
が
参
照
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
例
に
お
い
て
も
行
幸
の
な
い
点
に
相
違
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

例
が
積
極
的
に
採
用
で
き
る
も
の
と
も
思
わ
れ
ず
、
や
は
り
異
例
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
中
で
も
注
目
す
べ
き
は
、
直
近
の
後

桜
町
天
皇
の
例
で
あ
ろ
う
が
、
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
当
時
、
押
小
路
師
資
は
「
一
新
嘗
祭
、
無　

幸（
行
幸
カ
）行依
女
帝
欤欤
」
と
記
し
、
無
行
幸
の
新
嘗
祭
は
女
帝

で
あ
る
こ
と
が
理
由
か
と
す
る
ほ
ど
で
あ
り

）
11
（

、
大
外
記
で
あ
っ
て
も
過
去
の
先
例
を
認
識
で
き
て
お
ら
ず
、
そ
れ
だ
け
大
嘗
会
の
前
の
新
嘗
祭
の
挙
行
は
一
般
的
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で
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
証
左
で
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
後
桜
町
女
帝
宸
記
研
究
会
が
翻
刻
し
た
後
桜
町
天
皇
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
大
嘗
会
の
前
に
新
嘗
祭
を
行
う

こ
と
自
体
は
問
題
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
新
嘗
祭
で
は
出
御
の
な
い
こ
と
が
長
持
の
中
の
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
た
書
付
か

ら
確
認
さ
れ
て
お
り
、
当
日
も
天
皇
は
出
御
の
要
否
を
尋
ね
て
い
る
け
れ
ど
も
、
不
要
と
説
明
さ
れ
て
い
る

）
1（
（

。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
後
桜
町
上
皇
が
光

格
天
皇
に
自
ら
の
体
験
を
ふ
ま
え
て
大
嘗
会
の
前
の
新
嘗
祭
を
勧
め
た
と
は
【
史
料
三
】
か
ら
も
考
え
ら
れ
な
い
。
や
は
り
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
の
無
行

幸
新
嘗
祭
の
挙
行
は
、
先
例
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
ま
ず
何
ら
か
の
理
由
で
大
嘗
会
よ
り
も
前
に
新
嘗
祭
を
行
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
そ
の
こ
と

を
理
論
的
に
補
強
す
る
た
め
に
、
表
立
っ
て
主
張
で
き
る
ほ
ど
の
内
容
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
何
と
か
先
例
を
見
出
し
、
跡
づ
け
を
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

だ
と
す
る
と
、
な
ぜ
大
嘗
会
を
待
つ
こ
と
な
く
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
新
嘗
祭
は
挙
行
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
勧
修
寺
経
逸
が
関
白
の
九
条
尚
実
か

ら
大
嘗
会
の
前
の
新
嘗
祭
挙
行
に
つ
い
て
聞
か
さ
れ
た
日
は
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
十
月
六
日
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
約
一
个
月
余
後
の
閏
十
月
八
日
の
勧
修
寺

経
逸
の
日
記
に
は
中
山
愛
親
と
勧
修
寺
が
光
格
天
皇
に
召
し
出
さ
れ
、「
新
嘗
祭
自
当
（
天
明
六
年
）
年
可
被
行
事
、
又
以
内
侍
所
假
殿
、
年
々
親
祭
可
被
行
事
、
中
山

前（
愛
親
）
亜
相
・
予
（
勧
修
寺
経
逸
）等被
召
、
被
仰
合
了
」

）
11
（

と
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
は
、
大
嘗
会
の
前
に
新
嘗
祭
を
挙
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
関
白
か
ら
武
家
伝
奏
に
【
史
料
十
一
】

で
伝
え
ら
れ
る
前
、
ま
ず
天
皇
と
関
白
が
打
ち
合
わ
せ
、
そ
の
後
、
関
白
が
議
奏
の
勧
修
寺
と
話
し
合
い
、
さ
ら
に
天
皇
が
議
奏
の
中
山
と
勧
修
寺
に
打
ち
明
け

た
と
い
う
流
れ
が
わ
か
る
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
一
時
は
危
ぶ
ま
れ
た
朔
旦
冬
至
旬
の
再
興
が
決
定
し
た
後
、
天
皇
・
関
白
・
議
奏
が
大
嘗
会
の
前
の
新
嘗
祭

挙
行
に
向
け
て
動
き
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
動
き
の
理
由
は
、
藤
田
氏
の
い
う
よ
う
に
内
侍
所
仮
殿
の
造
営
と
の
関
係
あ
り
き
で
考
え
る

べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
新
嘗
祭
と
内
侍
所
仮
殿
の
問
題
と
は
、
最
初
か
ら
連
動
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
当
初
は
内
侍
所
仮
殿
の
問
題
が
単
独
で
存
在
し
、

あ
と
か
ら
新
嘗
祭
の
問
題
が
連
動
さ
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
光
格
天
皇
が
地
震
と
長
雨
に
よ
る
内
侍
所
の
破
損
を
心
配
し
、

議
奏
の
葊
橋
伊
光
を
通
じ
て
武
家
伝
奏
に
「
皇
居
之
儀
者
如
何
様
ニ
而
も
不
苦
候
間
、　

内
侍
所
之
事
、
早
々
御
修
復
有
之
候
様
ニ
と
の
思
召
」

）
11
（

を
伝
え
た
の
は

天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
七
月
二
日
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
年
七
月
十
日
に
は
京
都
所
司
代
の
戸
田
忠
寛
が
「
委
細
承
知
候
由
」
を
答
え
て
い
る
が

）
11
（

、
な
か

な
か
修
復
は
進
ま
な
か
っ
た
模
様
で
あ
り
、
武
家
伝
奏
は
閏
十
月
四
日
に
京
都
所
司
代
へ
「
内
侍
所
假
殿
速
可
有
沙
汰
事
」
を
催
促
し
て
い
る

）
11
（

。

　

幕
府
の
対
応
の
遅
れ
の
原
因
は
、
そ
も
そ
も
徳
川
家
治
の
病
没
を
う
け
、
幕
府
が
忌
服
中
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
幕
府
の
忌
服
中
に
は
日
光
東
照
宮
の
修
復

も
行
わ
ず
、
老
中
に
服
者
が
い
る
場
合
は
、
そ
の
者
を
奉
書
の
連
名
か
ら
除
外
す
る
ほ
ど
で
あ
る
の
に
、
果
た
し
て
内
侍
所
修
復
の
案
件
を
取
り
扱
っ
て
よ
い
も
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の
か
、
京
都
所
司
代
は
躊
躇
し
、
伊
勢
神
宮
の
案
件
な
ど
で
幕
府
の
忌
服
中
に
掛
け
合
い
の
行
わ
れ
た
例
が
あ
る
の
か
ど
う
か
を
承
知
し
て
お
く
た
め
、
閏
十
月

六
日
に
禁
裏
附
を
通
じ
て
武
家
伝
奏
に
先
例
の
確
認
を
申
し
入
れ
さ
せ
る
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た

）
11
（

。

　

い
っ
ぽ
う
、
光
格
天
皇
が
中
山
愛
親
と
勧
修
寺
経
逸
に
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
か
ら
の
新
嘗
祭
挙
行
と
内
侍
所
仮
殿
で
の
年
々
の
親
祭
の
こ
と
を
語
っ
た

の
は
閏
十
月
八
日
、
そ
し
て
関
白
が
武
家
伝
奏
に
同
年
か
ら
の
新
嘗
祭
挙
行
と
毎
年
の
内
侍
所
仮
殿
の
活
用
案
を
伝
え
た
の
は
閏
十
月
十
日
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

の
動
き
は
、
内
侍
所
の
修
復
の
進
ま
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
京
都
所
司
代
へ
の
催
促
と
な
っ
た
閏
十
月
四
日
、
そ
し
て
幕
府
の
忌
服
中
に
内
侍
所
の
案
件

を
取
り
扱
う
こ
と
へ
の
懸
念
が
京
都
所
司
代
か
ら
禁
裏
附
経
由
で
武
家
伝
奏
に
伝
え
ら
れ
た
閏
十
月
六
日
よ
り
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
系
列
の
整
理
か
ら
う

か
が
わ
れ
る
こ
と
は
、
天
皇
と
そ
の
周
辺
と
し
て
、
内
侍
所
の
修
復
の
遅
滞
を
う
け
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
の
新
嘗
祭
に
は
間
に
合
わ
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
も
の
の
、
内
侍
所
の
仮
殿
を
将
来
の
新
嘗
祭
の
神
殿
と
し
て
活
用
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
修
復
自
体
を
催
促
し
よ
う
と
し
た
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
閏
十
月
十
日
に
関
白
か
ら
武
家
伝
奏
へ
伝
え
ら
れ
た
指
示
内
容
（【
史
料
十
一
】）
は
、
閏
十
月
十
一
日
に
は
京
都
所
司

代
へ
の
「
申
達
」
の
「
草
稿
」
に
ま
と
め
ら
れ
、【
史
料
十
二
】
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
予
定
よ
り
も
十
一
日
遅
い
閏
十
月
十
四
日
に
京
都
所
司
代
へ
伝
え
ら
れ
て

お
り
、
幕
府
の
忌
服
中
で
あ
っ
て
も
「
神
事
往
来
之
事
」
の
行
わ
れ
た
例
も
あ
わ
せ
て
示
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。

　

も
と
も
と
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
の
新
嘗
祭
の
挙
行
に
は
間
に
合
わ
ず
、
ま
た
必
要
で
も
な
い
内
侍
所
仮
殿
の
造
営
の
件
を
敢
え
て
問
題
化
す
る
こ
と
に
よ

り
、
内
侍
所
の
修
復
の
前
進
を
意
図
し
て
い
た
と
す
る
と
、
な
ぜ
光
格
天
皇
は
従
来
の
紫
宸
殿
で
は
な
く
、
将
来
の
内
侍
所
仮
殿
で
の
新
嘗
祭
挙
行
を
主
張
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、【
史
料
十
三
】
の
『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
の
天
明
六
年
閏
十
月
十
五
日
条
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

【
史
料
十
三
】）

11
（

　
　

一
此
序　

勅
（
光
格
天
皇
）
語
、
内
侍
所
假
殿
本
殿
御
修
理
了
之
後
も
不
撤
却
、
永
々
被
建
置
、
毎
年
之
新
嘗
於
這
殿
被
行
■
（
墨
消
）来
、　

内
侍
所
御
修
理
之
節
者
、
不
及
假
殿

　
　
　

造
立
、
件
殿　

渡
御
有
之
候
様
ニ
と
思
召
候
、
是
迠
之
假
殿
者
本
殿
之
通
ニ
候
得
共
、
被
用
神
嘉
殿
代
候
ニ
付
而
者
、　

叡
（
光
格
天
皇
）
慮
之
趣
圖
面
之
通
之
事
ニ
候

　
　
　

由
、
画
圖
一
枚
賜
之
、
且
假
殿
造
立
之
場
所
等
有
綸
言
、
不
能
筆
記
、
尤

院
（
後
桜
町
上
皇
）
江
も
被
仰
合
、
関
（
九
条
尚
実
）
白
江
も
被
仰
下
、
承
知
之
由
也

　
　
　
　

右
新
嘗
并
後
七
日
御
修
法
等
、
被
假
用
紫
宸
殿
候
、
御
帳
撤
却
之
事
、
不
被
庶
幾
、
仍
右
之
通　

叡
慮
之
由
、
於
後
七
日
法
者
以
小
御
所
擬
真
言
院
、

　
　
　
　

可
被
行
候
、
清
凉
殿
御
帳
も
同
前
ニ
付
、
以
来
御
懺
法
講
於
小
御
所
可
被
行　

思
召
之
由
、
尤
是
等
内
密　

叡
慮
之
由
有
仰

　

天
皇
が
武
家
伝
奏
に
語
っ
た
内
容
に
よ
れ
ば
、
内
侍
所
仮
殿
が
本
殿
の
修
復
後
も
残
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
新
嘗
祭
の
神
殿
と
し
て
活
用
で
き
、
ま
た
さ
ら
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に
内
侍
所
の
本
殿
の
修
復
を
要
す
る
事
態
と
な
っ
た
場
合
も
、
あ
ら
た
め
て
仮
殿
を
造
営
す
る
必
要
は
な
く
、
残
置
し
て
い
る
仮
殿
へ
神
鏡
を
移
せ
ば
よ
い
と
天

皇
は
考
え
て
い
た
。
天
皇
は
、
そ
の
一
石
二
鳥
の
用
途
を
果
た
す
た
め
、
内
侍
所
の
本
殿
と
同
じ
間
取
り
で
造
営
さ
れ
る
は
ず
の
仮
殿
に
つ
い
て
、
新
嘗
祭
の
祭

祀
の
用
に
耐
え
ら
れ
る
間
取
り
で
造
営
す
れ
ば
よ
い
と
も
考
え
て
い
た
模
様
で
、
自
ら
絵
図
面
を
作
成
し
て
武
家
伝
奏
に
渡
し
、
造
営
の
場
所
の
案
も
語
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
天
皇
が
こ
だ
わ
る
理
由
は
、
新
嘗
祭
が
紫
宸
殿
を
用
い
て
き
た
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
後
七
日
御
修
法
と
あ
わ
せ
、
儀
式
や
法
要

の
た
め
に
紫
宸
殿
の
御
帳
が
撤
去
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
い
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
天
皇
は
、
後
七
日
御
修
法
に
つ
い
て
は
小
御
所
で

行
う
よ
う
に
す
れ
ば
よ
く
、
清
凉
殿
も
ま
た
法
華
懺
法
講
の
た
め
に
御
帳
が
撤
去
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
華
懺
法
講
も
小
御
所
で
行
っ
て
は
ど
う
か
と
内
密
に
考

え
て
い
た
。
天
皇
の
こ
だ
わ
り
は
、
紫
宸
殿
と
清
凉
殿
に
お
け
る
御
帳
が
儀
式
や
法
要
の
度
毎
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
へ
の
忌
避
感
に
由
来
し
て
い
た
。

　

紫
宸
殿
と
清
凉
殿
を
御
帳
の
あ
る
殿
舎
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
こ
だ
わ
る
天
皇
で
あ
っ
た
が
、依
然
と
し
て
内
侍
所
の
修
復
と
仮
殿
の
造
営
は
進
ま
な
か
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
京
都
所
司
代
の
忌
服
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
は
相
当
な
も
の
で
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
十
一
月
十
八
日
に
は
再
び
「
此
節
関
東
御
服
中
ニ
而
茂
内

侍
所
御
假
殿
等
之
儀
、
取
斗
候
而
茂
於　

御
所
表
御
差
支
無
之
儀
ニ
候
得
者
、
其
趣
を
以
年
寄
共
江
申
遣
候
」

）
11
（

と
武
家
伝
奏
に
申
し
入
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

閏
十
月
十
一
日
に
武
家
伝
奏
が
伝
え
た
「
宝
暦
十
一
年
十
二
月　

伊
勢
両
宮
造
替
山
口
祭
之
事
等
、
関
東
ヨ
リ
申
来
候
例
書
」

）
11
（

で
は
京
都
所
司
代
の
懸
念
は
払
拭

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
九
条
尚
実
自
身
は
「
一
个
年
之
間
其
侭
ニ
而
者
如
何
、
服
中
無
子
細
令
思
給
、
但
伺　

叡
（
光
格
天
皇
）
慮　

院
（
後
桜
町
上
皇
）思召
可
然
思
給
」
と
考
え
、
忌

服
に
よ
り
一
年
間
も
内
侍
所
の
修
復
が
な
さ
れ
な
い
状
態
が
継
続
す
る
こ
と
は
如
何
な
も
の
か
と
思
わ
れ
、
忌
服
中
で
あ
っ
て
も
幕
府
と
し
て
内
侍
所
の
修
復
を

取
り
扱
う
こ
と
は
問
題
な
い
と
考
え
て
い
た
が
、
光
格
天
皇
と
後
桜
町
上
皇
の
考
え
を
伺
う
ほ
う
が
よ
い
と
判
断
し
、
武
家
伝
奏
経
由
で
関
白
の
考
え
を
女
官
の

伊
予
か
ら
天
皇
に
言
上
し
た
と
こ
ろ
、
天
皇
も
関
白
の
意
見
に
同
意
し
て
上
皇
の
意
向
を
伺
う
よ
う
指
示
し
た
こ
と
か
ら
、
武
家
伝
奏
は
女
官
の
大
和
経
由
で
上

皇
に
も
言
上
し
た

）
1（
（

。

　

武
家
伝
奏
油
小
路
隆
前
の
日
記
に
よ
る
と
、
後
桜
町
上
皇
の
対
応
は
、
新
中
納
言
局
に
演
説
さ
せ
た
自
身
の
意
向
に
つ
い
て
、
行
き
違
い
の
な
い
よ
う
武
家
伝

奏
に
書
き
付
け
さ
せ
、
そ
の
書
付
の
内
容
を
女
官
の
大
和
経
由
で
再
確
認
す
る
と
い
う
念
の
入
れ
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
内
容
の
意
向
で
あ
っ
た
。

【
史
料
十
四
】）

11
（

　
　

内
侍
所
御
修
理
之
事
、
関
東
服
中
取
計
之
儀
、
先
例
不
相
見
候
由
、
被　

聞
食
了
、
宝
暦
十
一
年　

伊
勢
造
替
山
口
祭
以
下
之
事
、
取
計
之
儀例

雖
有
之
、
以

　
　

其
例
、
此
度
之
准
例
ニ
被
用
候
儀
も
可
有
如
何
哉
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神
慮
恐　

思
召
候
間
、
御
手
沙
汰
ニ
而
速
出
来
候
様
、
関
（
九
条
尚
実
）
白
江
も
申
談
、
取
斗
可
然
被　

思
召
候
事

　

す
な
わ
ち
、
上
皇
は
、
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
の
山
口
祭
の
例
の
み
で
は
、
忌
服
中
の
幕
府
が
内
侍
所
の
修
復
を
取
り
扱
い
得
る
先
例
と
し
て
見
な
す
こ

と
が
で
き
ず
、
神
慮
を
恐
れ
る
の
で
、
手
沙
汰
で
速
や
か
に
内
侍
所
を
修
復
す
る
よ
う
関
白
へ
伝
え
、
取
り
計
ら
う
よ
う
に
と
の
意
向
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
意
向
を
十
一
月
二
十
一
日
に
聞
い
た
関
白
は
、

【
史
料
十
五
】）

11
（

雖
御
手
沙
汰
、
於
用
脚
者
、
関
東
領
状
無
之
而
者
難
調
欤欤
、
只
名
目
之
差
異
而
已
、
且
假
殿
永
々
被
建
置
候
上
者
、
関
東
服
中
出
来
之
神
殿
な
と
巷
説
も
如

何
候
、
先　

御
内
陣
、
当
時
雨
漏
も
無
之
候
間
、
職
人
等
今
一
応
相
糺
、
明
（
天
明
七
年
）
年
十
月
迠
可
保
候
ハ
ヽ
、
明
年
冬
之
御
沙
汰
可
然
欤欤
、
又
者　

勅
問
衆
中
所
意

可
被
尋
候
欤欤
、
両
様
之
間
、
可
伺　

院
（
後
桜
町
上
皇
）御気
色
之
由
被
命

と
い
う
よ
う
に
、
手
沙
汰
と
は
い
っ
て
も
、
費
用
の
こ
と
は
幕
府
の
了
承
が
な
け
れ
ば
調
い
難
い
か
ら
、
名
目
の
差
の
み
で
あ
り
、
且
つ
仮
殿
を
壊
さ
ず
に
建
て

置
く
な
ら
ば
、
幕
府
の
忌
服
中
に
造
営
さ
れ
た
神
殿
な
ど
と
巷
間
に
噂
さ
れ
る
こ
と
も
如
何
か
と
思
わ
れ
、
ま
ず
は
内
陣
に
雨
漏
り
は
な
い
か
ら
、
職
人
な
ど
に

い
ま
一
度
確
認
し
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
ま
で
保
つ
よ
う
な
ら
ば
、
同
年
の
冬
の
修
復
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
は
勅
問
衆
に
意
見
を
聴
く
か
、
両

様
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
上
皇
の
意
見
を
伺
う
よ
う
に
武
家
伝
奏
へ
指
示
し
て
い
る
。

　

再
び
武
家
伝
奏
か
ら
意
見
を
求
め
ら
れ
た
後
桜
町
上
皇
は
、
自
ら
の
考
え
を
宸
翰
に
ま
と
め
、
女
官
の
大
輔
経
由
で
「
左
（
鷹
司
輔
平
）
府
以
下
江
被
尋
所
意
候
義
ハ
不
及
其

儀
と
思
召
候
、
自
関
（
九
条
尚
実
）
白
被
伺　

叡
（
光
格
天
皇
）
慮
、
旧
例
・
他
事
准
拠
も
有
之
間
敷
欤欤
」
と
の
見
解
を
示
し
た

）
11
（

。
上
皇
の
考
え
は
明
確
で
あ
り
、
勅
問
の
必
要
は
な
く
、
い
か

な
る
例
に
拠
ろ
う
と
も
、
忌
服
中
の
幕
府
が
内
侍
所
の
修
復
に
携
わ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
九
条
は
難
し
い
立
場
に
立
た
さ
れ
、
武
家
伝
奏

に
「
尚
可
有
御
思
慮
旨
」
を
伝
え
て
い
る

）
11
（

。

　

藤
田
覚
氏
は
【
史
料
十
四
】
を
武
家
伝
奏
の
意
見
と
誤
読
し
て
い
る
が

）
11
（

、
後
桜
町
上
皇
は
宸
翰
で
も
念
を
押
し
て
い
た
よ
う
に
、
忌
服
中
の
幕
府
に
よ
る
内
侍

所
の
修
復
を
問
題
視
し
て
拒
絶
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
光
格
天
皇
の
考
え
は
「
一
内
侍
所
之
事
、
依
関
東
服
中
御
修
理
延
引
ニ
而
者
訳
も
如
何
敷
候
、
関
（
九
条
尚
実
）
白
江

も
申
合
、
速
可
申
達
之
事
」

）
11
（

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
ま
た
上
皇
の
考
え
と
の
食
い
違
い
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
食
い
違
い
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
こ

と
は
、
天
皇
と
上
皇
と
の
間
で
は
朝
儀
や
殿
舎
へ
の
認
識
が
全
く
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
朔
旦
冬
至
旬
の
再
興
の
場
合
、
祖
先
を
敬
う
な
ら
ば
、
当
然
な
が
ら
忌
日
の
み
な
ら
ず
忌
月
も
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
天
皇
は
自
ら
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の
在
位
中
の
朔
旦
冬
至
旬
の
再
興
に
こ
だ
わ
る
余
り
、
ま
た
忌
月
・
忌
日
の
慣
習
に
も
疎
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
結
果
と
し
て
儀
式
の
再
興
の
た
め
に
忌
月
を
廃
止

し
て
祖
先
を
蔑
ろ
に
す
る
と
い
う
矛
盾
に
陥
っ
て
い
た
。

　

内
侍
所
の
修
復
と
仮
殿
の
造
営
を
め
ぐ
っ
て
も
、
後
桜
町
上
皇
や
幕
府
は
、
神
事
で
最
も
重
ん
じ
ら
れ
る
べ
き
清
浄
の
担
保
を
基
準
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い

た
が
、
光
格
天
皇
に
は
そ
の
感
覚
が
な
く
、
天
皇
は
紫
宸
殿
と
清
凉
殿
の
御
帳
を
動
か
さ
な
い
た
め
だ
け
に
、
新
嘗
祭
の
挙
行
場
所
を
紫
宸
殿
か
ら
内
侍
所
仮
殿

へ
移
そ
う
と
し
て
お
り
、
忌
服
中
の
幕
府
が
内
侍
所
の
修
復
に
携
わ
る
こ
と
も
許
容
し
、
む
し
ろ
幕
府
の
忌
服
に
よ
っ
て
内
侍
所
の
修
復
と
仮
殿
の
造
営
が
制
約

を
う
け
、
滞
る
こ
と
の
ほ
う
に
苛
立
つ
有
様
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
じ
理
由
で
、
後
七
日
御
修
法
の
道
場
も
紫
宸
殿
か
ら
小
御
所
へ
移
す
こ
と
を
計
画
し
て
お
り
、

法
華
懺
法
講
の
道
場
は
清
凉
殿
か
ら
小
御
所
へ
移
動
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
姿
勢
で
光
格
天
皇
が
突
き
進
み
続
け
る
こ
と
か
ら
、
関
白
の
九
条
は
、
何
と
か
徳
川
綱
吉
・
徳
川
家
宣
の
病
没
時
の
先
例
を
見
つ
け
出
し
、
上
皇

の
同
意
も
得
な
が
ら
天
皇
の
意
向
に
沿
っ
た
内
侍
所
仮
殿
造
営
の
実
現
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず

）
11
（

、
ま
た
【
史
料
十
三
】
に
お
い
て
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
閏

十
月
十
五
日
時
点
の
「
内
密　

叡
（
光
格
天
皇
）
慮
」
と
さ
れ
て
い
た
後
七
日
御
修
法
の
道
場
も
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
十
二
月
十
九
日
に
天
皇
が
武
家
伝
奏
を
召
し
出
し

て
「
先
頃
内
々
御
噂
有
之
候
後
七
日
御
修
法
、自
明
（
天
明
七
年
）
年
弥
於
小
御
所
可
被
行
」
と
明
言
し
た
こ
と
を
う
け

）
11
（

、【
史
料
十
六
】
の
正
親
町
公
明
の
日
記
に
あ
る
よ
う
に
、

【
史
料
十
六
】）

11
（

八（
天
明
七
年
正
月
）

日
、
丁
丑
、
晴
、
自
今
日
於
小
御
所
被
修
後
七
日
■
（
墨
消
）法
、
阿
闍
梨
法
務
前
大
僧
正
覚
勝
院
、
去
（
天
明
六
年
）
年
還
躰
法
務
、
年
来
件
法
於
南
殿
被
修
、
去
年
依
有
沙
汰
、
於
小

御
所
被
修
⃝也
、仁
和
寺
完
且
・

、
前
法
務
真
乗
院
・
法
務
覚
勝
院
等
彼
是
申
所
意
、
於
南
殿
者
⃝所
詮

難
被
行
、
叡
慮
決
定
、
更
不
可
⃝被

改
仰
也
、
而
遮
申
訴
之
間
、
真
言
院
再
興
之
事

⃝追
而
可
有
其
沙
汰

被　

仰
出
、
各
承
伏
了
、
於
小
御
所
自
今
日
開
白
訖
云
々
、
愚
案
於
東
寺
修
行
無
子
細
欤欤
、
假
殿
皇
居
之
時
例
不
被
庶
幾
欤欤
、
真
言
院
再
興
造
立
、
近
日

武
家
之
商
量
、
実
以
難
計
者
也

天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
正
月
八
日
に
は
後
七
日
御
修
法
の
紫
宸
殿
で
の
催
行
が
停
止
さ
れ
、
道
場
は
小
御
所
に
移
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る

僧
侶
の
抗
弁
に
よ
り
、
天
皇
は
真
言
院
の
再
興
を
約
束
す
る
が
、
こ
れ
を
聞
い
た
正
親
町
公
明
は
冷
静
に
、
仮
内
裏
の
時
の
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
後
七
日
御
修
法

は
東
寺
で
催
行
し
て
も
問
題
な
い
の
で
は
な
い
か
、
真
言
院
の
再
興
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
武
家
が
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
わ
か
ら
な
い
と
観
測
し
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
光
格
天
皇
は
藤
田
氏
の
い
う
よ
う
な
、
必
ず
し
も
新
嘗
祭
を
本
格
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
内
侍
所
の
修
復
や
仮
殿
の
造
営
に

取
り
組
ん
で
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
も
と
も
と
別
々
に
存
在
し
て
い
た
問
題
で
あ
り
、
天
皇
に
と
っ
て
は
紫
宸
殿
と
清
凉
殿
を
い
か
に
独
自
の
殿
舎
と
し
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て
存
在
せ
し
め
る
か
が
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
課
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
中
で
、
紫
宸
殿
と
新
嘗
祭
・
後
七
日
御
修
法
を
切
り
離
し
、
ま
た
清
凉
殿
と

法
華
懺
法
講
も
分
離
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

だ
と
す
る
と
、
な
ぜ
光
格
天
皇
は
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
新
嘗
祭
を
挙
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
大
嘗
会
の
挙
行
を
経
な
い
も

の
で
あ
り
、
先
例
は
存
在
す
る
も
の
の
、
異
例
に
属
す
る
と
い
え
、
先
例
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
無
行
幸
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
然
る
べ
き
形
で

の
親
祭
を
追
求
す
る
な
ら
ば
、
大
嘗
会
の
挙
行
を
待
っ
て
か
ら
行
う
べ
き
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
天
皇
ら
の
意
図
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
の
天
皇
の
意
図
を
う
か
が
う
う
え
で
、【
史
料
十
七
】
と
し
て
示
し
た
勧
修
寺
経
逸
の
日
記
の
天
明
六
年
閏
十
月
十
八
日
条
は
、な
ぜ
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）

に
新
嘗
祭
を
挙
行
す
る
の
か
を
説
明
し
た
重
要
な
史
料
で
あ
る
。

【
史
料
十
七
】）

1（
（

　
　

十（
天
明
六
年
閏
十
月
）

八
日
、
戊
午
、
晴

　
　

新
嘗
祭
、
近
年
雖
為
御
祈
、
無
忌
月
之
法
被
採
用
之
上
者
、
従
今
（
天
明
六
年
）
年
如
先
々
新
嘗
祭
被
行
候
、
来（
天
明
六
年
十
一
月
）

月
廿
一
日
新
嘗
祭
、
無
行
幸
、
内
侍
参
向
、
廿
（
天
明
六
年
十
一
月
）

二
日
豊
明

　
　

節
会
可
申
沙
汰
、
頭（
園
基
理
）
中
将
被
仰
下
了
、
抑
大
嘗
会
已
前
被
行
新
嘗
会
例
（
以
下
、
例
の
記
述
な
し
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
新
嘗
祭
を
挙
行
す
る
理
由
は
「
無
忌
月
之
法
被
採
用
之
上
者
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
朔
旦
冬
至

旬
の
再
興
の
た
め
に
忌
月
を
廃
し
た
こ
と
か
ら
、
十
一
月
の
忌
月
が
な
く
な
り
、
新
嘗
祭
も
挙
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
大
嘗
会
よ
り
も

前
に
挙
行
さ
れ
る
た
め
、
無
行
幸
と
な
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
る
の
か
、「
大
嘗
会
已
前
被
行
新
嘗
会
例
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
あ
る
が
、
例
に
関
す
る
具
体

的
記
述
は
な
い
。

　

し
か
し
、【
史
料
三
】
で
示
さ
れ
て
い
た
大
嘗
会
と
新
嘗
祭
の
延
引
の
理
由
（
後
桜
町
上
皇
に
考
え
が
あ
り
、
上
皇
は
光
格
天
皇
が
成
長
し
た
後
に
大
嘗
会
と

新
嘗
祭
を
挙
行
す
る
よ
う
に
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
た
め
し
ば
ら
く
延
引
す
る
）
に
お
い
て
は
、
忌
月
へ
の
言
及
が
な
か
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の

光
格
天
皇
に
は
、
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、【
史
料
三
】
と
異
な
る
説
明
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

少
な
く
と
も
天
皇
が
、
忌
月
を
廃
し
た
こ
と
で
十
一
月
に
朝
儀
（
こ
こ
で
は
新
嘗
祭
）
を
挙
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
理
解
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
大

嘗
会
・
新
嘗
祭
を
延
引
し
続
け
る
理
由
は
な
く
な
っ
た
と
判
断
し
た
こ
と
か
ら
、
一
気
に
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
の
挙
行
に
舵
を
切
っ
た
も
の
と
予
測
さ
れ
、
大
嘗
会

は
大
嘗
宮
の
造
営
を
伴
う
こ
と
か
ら
直
ち
に
は
挙
行
で
き
ず
、
先
例
の
存
在
を
根
拠
に
新
嘗
祭
を
優
先
さ
せ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
光
格
天
皇
に
と
っ
て
、
自
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身
が
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
を
挙
行
で
き
て
い
な
い
こ
と
は
、
当
然
気
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
解
決
し
た
い
問
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
関
白
ら
は
、
そ
の

よ
う
に
天
皇
が
判
断
し
た
以
上
、
忌
服
中
の
幕
府
に
よ
る
内
侍
所
仮
殿
の
造
営
の
件
と
同
様
、
天
皇
の
意
向
の
実
現
に
奉
仕
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

い
っ
ぽ
う
、
や
は
り
そ
こ
に
は
、
本
稿
で
も
繰
り
返
し
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
後
桜
町
上
皇
と
光
格
天
皇
と
の
間
に
、
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
を
め
ぐ
る
認
識
の

相
違
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
光
格
天
皇
の
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
を
延
引
さ
せ
て
き
た
理
由
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、【
史
料
三
】

に
お
け
る
「
仙
（
後
桜
町
上
皇
）
洞
思
召
」
の
解
明
が
よ
り
重
要
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四
、
安
永
十
年
に
お
け
る
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
延
引
決
定
と
そ
の
理
由

　

光
格
天
皇
の
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
の
延
引
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
安
永
十
年
（
一
七
八
一
）
二
月
六
日
に
後
桜
町
上
皇
が
禁
裏
御
所
に
御
幸
し
た
際
、
摂
政

九
条
尚
実
と
の
間
で
話
し
合
っ
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
践
祚
し
た
祐
宮
（
光
格
天
皇
）
の
即
位
の
日
程
に
つ
い
て
、
安
永
九
年
（
一
七

八
〇
）
正
月
二
十
五
日
に
京
都
所
司
代
の
久
世
広
明
が
武
家
伝
奏
に
照
会
し
、
同
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
に
同
年
十
二
月
の
即
位
が
決
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結

果
、
本
来
な
ら
ば
大
嘗
会
は
安
永
十
年
・
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
十
一
月
の
下
卯
日
に
挙
行
さ
れ
る
こ
と
が
自
ず
と
決
ま
る
こ
と
も
、
す
で
に
見
た
と
お
り
で

あ
る
。

　

し
か
し
、
肝
心
の
安
永
十
年
（
一
七
八
一
）
二
月
六
日
の
上
皇
と
摂
政
と
の
話
し
合
い
の
内
容
や
、
同
年
四
月
二
十
二
日
の
【
史
料
三
】
に
お
け
る
「
仙

（
後
桜
町
上
皇
）
洞
思

召
」
の
内
容
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
な
ぜ
後
桜
町
上
皇
ら
が
光
格
天
皇
の
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
の
延
引
を
決
断
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
全
く
不
明
と
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
そ
の
延
引
の
理
由
を
探
る
た
め
、
光
格
天
皇
の
即
位
日
程
が
決
ま
っ
た
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
二
月
二
十
八
日
か
ら
上
皇
と
摂
政
が
延
引
を
話
し

合
っ
た
安
永
十
年
（
一
七
八
一
）
二
月
六
日
ま
で
の
一
年
未
満
の
期
間
を
対
象
に
当
時
の
関
係
者
の
記
録
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
摂
政
九
条
尚
実
の
日
記
の
安
永

九
年
七
月
十
一
日
条
に
「
戸
（
油
小
路
隆
前
）
部
被
申
云
、
件
次
、
近（
内
前
）衛
家
へ
行
向
、
七

（
安
永
九
年
七
月
七
日
）

夕
被
申
大
嘗
・
新
嘗
之
事
、
以
書
附
委
被
申
、
承
知
、
尤
存
由
」
と
あ
り

）
11
（

、
武
家
伝
奏
の

油
小
路
隆
前
が
同
年
七
月
七
日
に
近
衛
内
前
邸
で
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
内
容
を
摂
政
の
九
条
尚
実
に
報
告
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ

の
際
、
油
小
路
か
ら
九
条
に
示
さ
れ
た
書
付
が
【
史
料
十
八
】
で
あ
る
。
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【
史
料
十
八
】）

11
（

　
　

一
七

（
安
永
九
年
七
月
七
日
）

夕
戸
（
油
小
路
隆
前
）
部
所
被
見
近
衛
准（
内
前
）后
書
附
記
此

　
　

一
大
嘗
会
之
事
、
近
代
中
絶
、
於
新
嘗
祭
者
、
年
々
於
神
祇
官
代
新
嘗
御
祈
有
之

一
貞
享
大
嘗
会
再
興
、
南
殿
ニ
而
被
行
候
、　

御
潔
も
川
原
行
幸
無
之
、
節
会
も
辰
日
・
豊
明
一
ケ
日
ニ
而
相
済
候
、
其

年
々
新
嘗
祭
被
行
候
御

沙
汰
な
く
、
如
前
々
新
嘗
御
祈
ニ
而
相
済
来
候

一
中
御
門
院
御
代
始
一
向
無
御
沙
汰
、
（
マ
マ
）

　
　
　

桜
町
院
御
代
始
一
向
無
御
沙
汰
、
即
位
よ
り
四
年
之
後
、
元
文
三
年
大
嘗
会
・
節
会
三
ケ
日
被
行
候
、

猶　

御
潔
者
貞
享
之
通
、
同
四
年
新
嘗
再
興
可
被
行
之
処
、
関再
興
故
也白
兼（一
条
）香
依
所
労
御
延
引

　

同
五
年

年
々
新
嘗
被
行
候
、
（
マ
マ
）

　
　
　
　

桃
園
院　

仙
洞
（
マ
マ
）

　
　
　

後
桃
園
院
等

　

御
三
代
連
綿
被
行
候

一
大
嘗
会
ハ
萬
事
南両

殿
立
候
得
共
、
其
所
能
舞
台
な
と
被
立
候

一
新
嘗
祭
ハ
南
殿
ヲ
神
嘉
殿
ニ
被
用
候
、
南
殿
ハ
御
修
法
道
場
・
能
御
覧
之
御
座
・
表
奥
之
見
物
所
其
外
近
々
に
様
子
の
か
は
る
所
に
候
、
於
其
所

新
嘗
被
行
候
而
叶

　

神
慮
之
儀
ニ
候
ハ
ん
哉
、
恐
存
候

一
大
嘗
御
禊
、
川
原
行
幸
な
く
、
清
凉
殿
ニ
而
被
行
候
事
、
是
又
如
何
候
ハ
ん
哉

一
桃
園
院
大
嘗
会
に
御
麻
疹
、　

後
桃
園
院
大
嘗
之
夜
も
御
心
に
か
ゝ
り
候
事
有
、
■
（
墨
消
）其
上
、
又
一（
安
永
七
年
）

昨
年
新
嘗
に
も
御

例
之
由
、
様
子
旁　

神
慮

之
程
、
恐
存
候
事
ニ
候

一
貞
享
度
大
嘗　

霊
元
院
思
召
ニ
而
被
行
候
、
曾
祖
父
基（
近
衛
）熈
于
時
左
大
臣
一
上
、
被
行
候
御
様
子
、
不
叶
愚
意
候
得
共
、
不
申
出
候
、　
（
マ
マ
）
　

中
御
門
院

御
代
始
い
か
ゝ
の

　

霊
元
院
思
召
候
哉
、
何
之
御
沙
汰
も
な
く
候
、
祖
父
摂
政
家（

近
衛
）熈
存
念
、
父
（
近
衛
基
熈
）同
前
ニ
候
故
、
不
申
行
候
、

　

桜
町
院
御
代
始
、
関
白
家（
近
衛
）久
も
存
念
相
続
候
故
、
不
申
行
候

　

中
御
門
院
ニ
も
い
か
ゝ
の
思
召
ニ
候
や
、
享
保
廿
年
・
同
廿
一
年
為
元
文
元
・
元
文
二
年
四
月
迠
に
一
向
御
沙
汰
無
之
候
処
、
子
細
存
上
す
候
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一
若　
　

当（
光
格
天
皇
）

御
代
大
嘗
・
新
嘗
被
行
候
ハ
ヽ
、
夫
々
ト
御
勘
辨
之
上
、
御
沙
汰
有
之
度
候

一
内（
近
衛
）前
愚
意
に
は
、
大
嘗
可
被
行
哉
、
又
ハ
被
行
間
敷
哉
之
処
、　

神
伯
に
て
も慮

イ
吉
田
に
て
も
内
々
被　

仰
付
、　

神
慮
伺
候
上
、
御
沙
汰
之
儀
ニ
も
候
ハ

ん
哉

一
若
被
行
候
ハ
ヽ
、　

内
侍
所
巽
方
に
神
殿
及
廻
立
殿
等
々
、　

清
凉
殿
之
上
之
辺

葱
花
輿
に
め
さ
れ
、
行
幸
之
様
子
ニ
而
廻
立
殿
江
渡
御
ニ
而
も

候
ハ
ん
哉

一
桜
町
院
御
代
、
正
月
母
后
御
忌
月
故
、
元
日
・
白
馬
等
國
栖
立
楽
停
止
、
踏
歌
節
会
者
一
向
停
止
、
且
月
中
音
声
無
之
候
、
其
後
、
四
月　

父（
中
御
門
天
皇
）

帝
御
忌
月
故
、

　

賀
茂
祭
物
音
・
東
遊
等
被
停
候
、　

桃
園
院
御
代
ニ
も
四
月　

父
（
桜
町
天
皇
）
帝
御
忌
月
故
、
賀
茂
祭
同
様
ニ
候

一
当（
光
格
天
皇
）

御
代
、
十
一
月　

父（
後
桃
園
天
皇
）

帝
御
忌
月
故
、
大
嘗
・
新
嘗
等
被
行
候
と
も
、
被
停
物
音
候
ハ
ん
哉

一
一
向
大
嘗
者
先
不
被
行
、
新
嘗
御
祈
斗
ニ
而
も
候
ハ
ん
哉

何
事
も
御
沙
汰
之
儀
、
御
尋
無
之
事
と
も
申
候
、
所
存
一
向
無
之
候
得
共
、
あ
ま
り
心
中
に
恐
入
候
故
、
其
（
油
小
路
隆
前
）
元
迠
誠
に
寸
志
申
述
候
、
摂
（
九
条
尚
実
）
政

江
被
申
候
而
宜
も
候
ハ
ヽ
、
噂
セ
ら
る
へ
く
候

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
近
衛
内
前
の
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
に
関
す
る
認
識
が
十
四
箇
条
に
わ
た
っ
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
の
大
意
を
敬
意
表
現
を
省
略
し
て

示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
①
大
嘗
会
は
中
絶
し
て
い
た
が
、
新
嘗
祭
は
神
祇
官
代
に
お
い
て
新
嘗
御
祈
が
行
わ
れ
て
き
た
、
②
貞
享
度
大
嘗

会
の
再
興
は
紫
宸
殿
に
お
い
て
行
わ
れ
た
、
御
禊
行
幸
も
な
く
、
辰
日
節
会
・
豊
明
節
会
は
一
日
で
済
み
、
そ
れ
か
ら
年
々
の
新
嘗
祭
は
行
わ
れ
ず
、
以
前
の
よ

う
に
新
嘗
御
祈
で
済
ま
せ
て
き
た
、
③
中
御
門
天
皇
の
代
始
に
お
い
て
全
く
大
嘗
会
は
行
わ
れ
ず
、
桜
町
天
皇
の
代
始
の
際
も
大
嘗
会
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
、
桜

町
天
皇
は
即
位
か
ら
四
年
後
の
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
に
大
嘗
会
と
節
会
を
三
日
間
行
っ
た
が
、
御
禊
行
幸
は
貞
享
度
と
同
じ
く
行
わ
れ
ず
、
元
文
四
年
（
一

七
三
九
）
に
新
嘗
祭
を
再
興
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
関
白
一
条
兼
香
の
所
労
に
よ
っ
て
延
引
と
な
っ
た
、
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
か
ら
年
々
新
嘗
祭
が
行
わ

れ
、
桃
園
天
皇
・
後
桜
町
上
皇
・
後
桃
園
天
皇
と
三
代
が
連
綿
と
し
て
行
っ
て
き
た
、
④
大
嘗
会
は
万
事
悠
紀
殿
と
主
基
殿
を
建
て
る
け
れ
ど
も
、
南
庭
に
は
能

舞
台
な
ど
が
立
て
ら
れ
る
、
⑤
新
嘗
祭
は
紫
宸
殿
を
神
嘉
殿
と
し
て
用
い
、
紫
宸
殿
は
後
七
日
御
修
法
の
道
場
、
能
を
御
覧
に
な
る
際
の
御
座
、
表
や
奥
の
様
々

な
見
物
所
、
そ
の
他
の
様
々
の
様
子
に
変
わ
る
所
で
あ
る
、
そ
の
よ
う
な
所
で
新
嘗
祭
を
行
っ
て
神
慮
に
叶
う
で
あ
ろ
う
か
、
恐
ろ
し
く
思
う
、
⑥
大
嘗
会
の
御



55 天明六年の無行幸新嘗祭と光格天皇（野村）

禊
行
幸
は
、
川
原
へ
の
行
幸
が
な
く
、
清
凉
殿
で
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
た
如
何
で
あ
ろ
う
か
、
⑦
桃
園
天
皇
は
大
嘗
会
で
麻
疹
と
な
り
、
後
桃
園
天
皇
は
大

嘗
会
の
夜
も
心
に
か
か
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
上
、
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
の
新
嘗
祭
で
も
体
調
を
崩
し
た
、
こ
れ
ら
の
様
子
に
つ
い
て
は
神
慮
の
程
を
恐
ろ

し
く
思
う
、
⑧
貞
享
度
大
嘗
会
は
霊
元
天
皇
の
考
え
で
行
わ
れ
た
、
時
に
左
大
臣
で
あ
っ
た
曾
祖
父
近
衛
基
熈
は
そ
の
大
嘗
会
の
様
子
に
納
得
で
き
な
か
っ
た
が
、

申
し
出
な
か
っ
た
、
中
御
門
天
皇
の
代
始
で
は
、
ど
の
よ
う
な
霊
元
天
皇
の
考
え
で
あ
っ
た
の
か
、
何
の
沙
汰
も
な
か
っ
た
、
祖
父
の
摂
政
近
衛
家
熈
の
考
え
は

基
熈
と
同
じ
で
あ
っ
た
の
で
、
申
し
行
わ
な
か
っ
た
、
桜
町
天
皇
の
代
始
で
は
、
関
白
近
衛
家
久
も
近
衛
家
歴
代
の
考
え
を
相
続
し
て
い
た
の
で
、
申
し
行
わ
な

か
っ
た
、
中
御
門
天
皇
に
も
ど
の
よ
う
な
考
え
が
あ
っ
た
の
か
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）、
享
保
二
十
一
年
・
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）、
元
文
二
年
（
一
七

三
七
）
四
月
ま
で
に
全
く
沙
汰
が
な
く
、
詳
細
は
知
ら
な
い
、
⑨
も
し
光
格
天
皇
が
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
を
行
う
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
と
考
え
弁
え
な
が
ら
挙
行
し

て
ほ
し
い
、
⑩
近
衛
内
前
が
考
え
る
に
は
、
大
嘗
会
を
行
う
か
、
ま
た
は
行
わ
な
い
か
は
、
白
川
家
に
で
も
吉
田
家
に
で
も
内
々
に
命
じ
、
神
慮
を
伺
っ
て
か
ら

挙
行
し
よ
う
か
、
⑪
も
し
大
嘗
会
を
行
う
な
ら
ば
、
内
侍
所
の
南
東
に
神
殿
と
廻
立
殿
な
ど
を
建
て
、
清
凉
殿
の
殿
上
あ
た
り
か
ら
葱
花
輦
に
乗
り
、
行
幸
の
形

式
で
廻
立
殿
へ
渡
御
す
る
と
い
う
こ
と
に
し
よ
う
か
、
⑫
桜
町
天
皇
の
代
は
正
月
が
母
の
忌
月
で
あ
っ
た
た
め
、
元
日
節
会
や
白
馬
節
会
で
の
国
栖
奏
を
停
止
し
、

踏
歌
節
会
は
全
く
停
止
し
た
、
且
つ
正
月
中
は
音
声
が
な
か
っ
た
、
そ
の
後
、
四
月
は
中
御
門
天
皇
の
忌
月
で
あ
っ
た
た
め
、
賀
茂
祭
の
物
音
や
東
遊
を
停
止
し

た
、
桃
園
天
皇
の
代
に
も
四
月
は
桜
町
天
皇
の
忌
月
で
あ
っ
た
た
め
、
賀
茂
祭
は
同
様
に
物
音
と
東
遊
を
停
止
し
た
、
⑬
光
格
天
皇
は
十
一
月
が
後
桃
園
天
皇
の

忌
月
で
あ
る
た
め
、
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
を
挙
行
し
て
も
、
物
音
を
停
止
し
よ
う
か
、
⑭
全
く
大
嘗
会
は
挙
行
せ
ず
、
新
嘗
御
祈
の
み
と
し
よ
う
か
、
と
い
う
十
四

箇
条
が
あ
り
、
最
後
に
、
何
事
も
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
の
挙
行
に
つ
い
て
、
お
尋
ね
の
な
い
こ
と
な
ど
を
申
し
た
が
、
考
え
は
全
く
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
に
心

中
に
恐
れ
多
い
の
で
、
油
小
路
隆
前
ま
で
本
当
に
少
し
だ
け
の
思
い
を
申
し
述
べ
た
、
摂
政
の
九
条
尚
実
へ
話
し
て
も
よ
い
な
ら
ば
、
話
し
て
よ
い
、
と
あ
る
。

　

こ
の
書
付
で
は
、
貞
享
度
以
来
の
大
嘗
会
と
新
嘗
御
祈
・
新
嘗
祭
の
挙
行
形
態
、
挙
行
の
有
無
に
つ
い
て
振
り
返
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
儀
式
を
挙
行
す
る

場
所
や
殿
舎
の
清
浄
が
保
た
れ
て
き
た
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
が
神
慮
に
叶
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
、
桃
園
天
皇
や
後
桃
園
天
皇
の
祭
祀
に
際

し
て
の
心
身
の
不
調
に
も
言
及
し
な
が
ら
懸
念
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
紫
宸
殿
と
新
嘗
祭
・
後
七
日
御
修
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
光
格
天
皇
も
関
心
を
示
し

て
い
た
が
、
そ
の
理
由
と
問
題
意
識
が
【
史
料
十
三
】
と
【
史
料
十
八
】
と
の
間
で
全
く
異
な
っ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
近
衛
内
前
は
、
光
格
天
皇
の
大
嘗

会
・
新
嘗
祭
に
つ
い
て
、
挙
行
し
な
い
こ
と
を
含
め
、
神
慮
を
ふ
ま
え
た
、
清
浄
で
適
切
な
あ
り
方
を
検
討
す
る
よ
う
に
提
言
し
て
い
る
。

　

こ
の
書
付
の
内
容
は
、
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
九
月
十
五
日
に
九
条
尚
実
か
ら
後
桜
町
上
皇
へ
報
告
さ
れ
た
が

）
11
（

、【
史
料
十
九
】
に
よ
る
と
、
そ
の
後
、
新
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嘗
祭
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
近
衛
内
前
と
も
相
談
し
て
九
条
が
上
皇
へ
提
言
し
て
い
る
。

【
史
料
十
九
】）

11
（

新
嘗
祭
之
事
、
談
准
（
近
衛
内
前
）
后
処
、
同
意
也
、
其
旨
尚（
九
条
）実
申
云
、
内
侍
所
被
（
マ
マ
）

　
　

有
清
浄
之
明
地
、
其
場
所
、
如
形
造
神
嘉
殿
代
、
被
行
者
如
何
候
哉
、
准
后
尤
可

然
之
旨
申
之
、
然
者
談
伝

（
油
小
路
隆
前
・
久
我
信
通
）

奏
、
以
御
神
事
料
之
年
々
之
餘
慶
を
以
為
用
脚
者
、
事
可
成
欤欤
、
則
来

（
安
永
十
年
・
天
明
元
年
）

年
可
有
其
沙
汰
欤欤
、
猶
又
実
ニ
可
被
加　

御
意
、
然
則
者
、

桜
町
院
思
召
も
不
絶
、
准
后
申
御
殿
之
障
も
無
之
、
目
出
度
存
候
由
申
上

院（
後
桜
町
上
皇
）

甚
御
喜
色
也

　

基
本
的
に
は
、
新
嘗
祭
を
挙
行
す
る
場
所
を
清
浄
に
保
つ
方
法
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、
内
侍
所
の
清
浄
な
空
き
地
に
神
嘉
殿
代
を
建
て
、
そ
こ
で
挙
行
し
、
毎

年
の
神
事
料
の
残
米
を
宛
て
れ
ば
実
現
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
は
、
安
永
十
年
・
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
の
実
現
が
見
通
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
な
お
上
皇
の
意
見
も
加
え
て
検
討
す
れ
ば
、
桜
町
天
皇
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
た
新
嘗
祭
も
絶
え
る
こ
と
な
く
、
近
衛
の
懸
念
し
た
殿
舎
の

不
浄
の
問
題
も
解
消
さ
れ
、
め
で
た
い
旨
を
述
べ
た
と
こ
ろ
、
上
皇
は
と
て
も
喜
ん
だ
と
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
後
桜
町
上
皇
・
九
条
尚
実
・
近
衛
内
前
の
懸
念
に
つ
い
て
は
、【
史
料
二
十
】
で
勧
修
寺
経
逸
も
記
録
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
光
格
天
皇
の
大

嘗
会
・
新
嘗
祭
の
延
引
に
関
す
る
「（

後
桜
町
上
皇
）

仙
洞
思
召
」
が
京
都
所
司
代
へ
伝
達
さ
れ
る
安
永
十
年
（
一
七
八
一
）
四
月
二
十
二
日
（【
史
料
三
】）
の
十
三
日
前
、
同
年

四
月
九
日
の
九
条
と
勧
修
寺
と
の
や
り
と
り
で
は
、
当
時
の
上
皇
・
九
条
・
近
衛
の
懸
念
の
内
容
が
よ
り
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
二
十
】）

11
（

九（
安
永
十
年
四
月
）

日
、
壬
亥
、
晴

辰
刻
参
入
、
依
番
也
、
宿
侍

摂（
九
条
尚
実
）
政
被
仰
云
、
今

（
安
永
十
年
・
天
明
元
年
）

年
大
嘗
会
、
当
御
忌
月
、
先
例
如
何
旨
、
先
日
所
尋
也
、
仍
今
日
神
今
食
・
新
嘗
祭
等
雖
御
忌
月
被
行
例
書
付
進
了

　
　
　
（
中
略
）

右
進
上
之
処
、
尤
雖
可
准
拠
例
、
今
年
猶
不
可
被
行
云
々
、
抑
連
々
由
緒
、　

中（
東
山
院
カ
）

御
門
院
御
宇
、
貞
享
大
嘗
会
御
再
興
、　

桜
町
院
御
宇
、
元
文
新
嘗
祭
御
再

興
、
爾
来
代
々
皆
御
短
命
也
、
是
所
ノ
不
浄
云
々
、
当
時
無
他
殿
、
以
紫
寝（
宸
）殿
為
其
所
、
是
御
修
法
之
時
、
於
此
殿
被
行
、
被
移
神
霊
候
て
有
憚
、
令
停
云
々
、

上
召
車
也
云
々
、
於
大
嘗
会
者
、
新
被
造
、
併
猶
有
障
者
、　

院
（
後
桜
町
上
皇
）并准
后
内（
近
衛
）前
公
に
頻
被
申
、
不
可
有
云
々
、
予
（
勧
修
寺
経
逸
）初聞
之
、
言
語
道
断
之
事
也
、（
以
下
略
）
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勧
修
寺
は
、
九
条
か
ら
安
永
十
年
・
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
に
大
嘗
会
を
挙
行
す
る
場
合
、
忌
月
に
あ
た
る
が
、
先
例
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
を
尋

ね
ら
れ
て
い
た
の
で
、
忌
月
で
あ
っ
て
も
神
今
食
や
新
嘗
祭
は
行
わ
れ
て
き
た
例
を
進
上
し
て
い
る
。
す
る
と
、
九
条
は
、
な
る
ほ
ど
拠
る
べ
き
例
で
は
あ
る
が
、

や
は
り
安
永
十
年
・
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
に
大
嘗
会
を
挙
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
こ
れ
ま
で
歴
代
の
天
皇
が
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
を
再
興
し
て
き
た
が
、

皆
短
命
で
あ
っ
た
、
挙
行
の
場
所
が
不
浄
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
当
時
は
紫
宸
殿
以
外
に
殿
舎
が
な
い
が
、
紫
宸
殿
で
は
後
七
日
御
修
法
が
行
わ
れ
、
神
霊
を
移
す

に
は
憚
ら
れ
る
か
ら
、
挙
行
を
停
止
さ
せ
る
、
天
皇
は
乗
り
物
に
乗
り
、
大
嘗
会
で
は
神
殿
を
新
た
に
造
営
す
る
が
、
ま
だ
差
し
障
り
が
あ
る
た
め
、
上
皇
・
近

衛
と
何
度
も
相
談
し
、
挙
行
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
た
と
あ
る
。

　

九
条
が
忌
月
の
こ
と
を
気
に
し
な
が
ら
も
、
実
質
的
に
は
不
浄
の
問
題
の
ほ
う
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
が
、
朝
儀
へ
の
忌
月
の
論
理
の
影
響
を
問

題
視
し
て
い
た
勧
修
寺
は
、
不
浄
の
ほ
う
を
懸
念
す
る
九
条
ら
の
考
え
方
に
つ
い
て
初
め
て
聞
き
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
と
憤
っ
て
い
る
。
不
浄
を
避
け
、
清

浄
な
環
境
を
確
保
す
べ
き
だ
と
い
う
論
理
が
、
必
ず
し
も
当
時
の
全
て
の
公
卿
に
通
じ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
は
意
外
で
す
ら
あ
る
。
あ
る
い
は
、
光
格
天

皇
に
も
通
じ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
勧
修
寺
は
、
忌
月
の
問
題
が
解
決
す
れ
ば
、
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
を
挙
行
で
き
る
と
考
え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
も
つ
複
数
の
廷
臣
が
議
奏
と
し
て
仕
え
、
光
格
天
皇
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
【
史
料
二
十
】
の
や
り
と
り
や
【
史
料
十
八
】
と
【
史
料
十
九
】
を
ふ
ま
え
る
と
、【
史
料
三
】
に
お
け
る
光
格
天
皇
の
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
の
延
引
に
関

す
る
「
仙
（
後
桜
町
上
皇
）
洞
思
召
」
と
は
、
不
浄
の
場
所
で
大
嘗
会
と
新
嘗
祭
を
挙
行
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
歴
代
の
天
皇
が
心
身
の
不
調
を
訴
え
た
り
、
短
命
に
終
わ
る
な

ど
し
て
き
た
と
い
う
認
識
の
も
と
、
神
慮
に
恐
れ
を
抱
き
、
清
浄
な
環
境
で
の
挙
行
が
不
可
能
な
ら
ば
、
敢
え
て
挙
行
す
べ
き
で
は
な
く
、
光
格
天
皇
が
成
長
す

る
ま
で
の
間
に
、
清
浄
な
環
境
を
確
保
す
べ
く
努
力
し
、
そ
れ
ま
で
は
大
嘗
会
と
新
嘗
祭
を
延
引
さ
せ
た
い
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
の
検
討
に
よ
り
、
光
格
天
皇
は
、
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
に
関
す
る
後
桜
町
上
皇
・
九
条
尚
実
・
近
衛
内
前
の
考
え
方
・
危
機
感
を
共
有
で
き
て
い
な
か
っ
た

こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
む
し
ろ
勧
修
寺
経
逸
ら
議
奏
の
考
え
に
同
調
し
、
朝
儀
の
挙
行
そ
の
も
の
を
優
先
さ
せ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
鮮
明
と
な
っ
た
。
ま

た
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
結
果
と
し
て
、
朝
儀
の
挙
行
に
あ
た
っ
て
本
来
重
視
さ
れ
る
べ
き
敬
神
・
崇
仏
や
祖
先
崇
拝
を
阻
害
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
な
ど
、
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新
た
な
矛
盾
を
も
生
み
出
し
て
い
た
。

　

不
完
全
で
不
浄
な
儀
式
の
挙
行
・
継
続
が
、
却
っ
て
神
慮
に
反
し
、
歴
代
の
天
皇
に
心
身
の
不
調
と
短
命
と
い
う
災
厄
を
も
た
ら
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
認
識
の
も
と
、
こ
れ
以
上
の
不
浄
の
継
続
と
朝
儀
の
挙
行
を
い
っ
た
ん
止
め
よ
う
と
し
た
後
桜
町
上
皇
ら
の
立
場
と
、
主
観
的
な
満
足
感
を
優
先
さ
せ
る
と

と
も
に
朝
儀
の
再
興
を
連
続
さ
せ
る
こ
と
で
天
皇
の
求
心
力
を
も
高
め
よ
う
と
す
る
光
格
天
皇
の
立
場
と
の
間
で
の
対
立
が
鮮
明
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
天

皇
・
上
皇
・
公
卿
に
あ
っ
て
も
、
朝
儀
や
殿
舎
に
対
す
る
認
識
は
一
様
で
は
な
く
、
朝
儀
の
再
興
・
停
滞
の
状
況
な
ど
を
表
面
的
に
指
摘
す
る
の
み
で
は
、
朝
廷

の
政
治
的
位
置
や
関
係
す
る
人
物
の
正
確
な
歴
史
的
評
価
に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

結
局
、
光
格
天
皇
は
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
無
行
幸
の
新
嘗
祭
を
挙
行
し
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に
は
大
嘗
会
を
も
挙
行
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
後

桜
町
上
皇
ら
の
懸
念
し
た
問
題
を
何
ら
解
決
し
な
い
ま
ま
強
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
皮
肉
に
も
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
は
大
火
が
発
生
し
、
御
所
も

焼
失
す
る
が
、
そ
の
後
、
果
た
し
て
光
格
天
皇
は
上
皇
ら
の
懸
念
に
少
し
で
も
思
い
を
致
す
こ
と
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
や
は
り
そ
の
よ
う
な

懸
念
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
寛
政
期
以
降
も
、
光
格
天
皇
は
同
じ
よ
う
な
路
線
を
歩
み
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
桜
町
上
皇
と
の
関
係
性
の
推
移
を
含
め
、

今
後
の
検
討
の
際
の
注
意
点
と
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
た
、
本
稿
の
検
討
を
通
じ
、
さ
ら
に
新
た
な
課
題
も
浮
上
し
た
。
と
く
に
【
史
料
十
八
】
に
お
い
て
不
明
だ
と
さ
れ
て
い
た
、
貞
享
期
か
ら
元
文
期
に
か
け

て
の
、
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
の
再
興
と
中
断
の
歴
史
的
背
景
は
、
ぜ
ひ
解
明
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。
当
事
者
の
子
孫
た
ち
に
と
っ
て
で
さ
え
不
明
で
あ
る
こ
と
を

後
世
の
私
た
ち
が
解
明
で
き
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
大
嘗
会
・
新
嘗
祭
の
真
義
を
知
る
た
め
に
も
、
今
後
ぜ
ひ
取
り
組
ん
で
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

註
（
１
）�

藤
田
覚
『
光
格
天
皇　

自
身
を
後
に
し
天
下
万
民
を
先
と
し
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
八
年
）
ⅳ
頁
・
第
一
章
～
第
四
章
・
第
六
章
。

（
２
）�

高
埜
利
彦
「
江
戸
幕
府
の
朝
廷
支
配
」（『
日
本
史
研
究
』
第
三
一
九
号
、
一
九
八
九
年
三
月
、
の
ち
同
『
近
世
の
朝
廷
と
宗
教
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
に
再
録
、

本
稿
で
の
引
用
は
『
近
世
の
朝
廷
と
宗
教
』
に
よ
る
、
四
六
頁
～
五
〇
頁
）。

（
３
）�

長
坂
良
宏
「
文
化
期
の
朝
廷
と
幕
府
」（『
日
本
史
研
究
』
第
五
九
〇
号
、
二
〇
一
一
年
十
月
）、
長
坂
良
宏
「
近
世
後
期
の
関
白
と
天
皇
・
院
―
文
政
期
を
中
心
に
―
」

（『
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究　

第
六
号
―
第
六
回
大
会
成
果
報
告
集
―
』、
二
〇
一
五
年
三
月
）。
い
ず
れ
も
、
の
ち
同
『
近
世
の
摂
家
と
朝
幕
関
係
』（
吉
川
弘
文
館
、
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二
〇
一
八
年
）
に
再
録
。
本
稿
で
の
引
用
は
『
近
世
の
摂
家
と
朝
幕
関
係
』
に
よ
り
、
同
書
一
五
八
頁
～
一
五
九
頁
・
二
三
一
頁
。

（
４
）�

藤
田
覚
「
天
保
期
の
朝
廷
と
幕
府
―
徳
川
家
斉
太
政
大
臣
昇
進
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
日
本
歴
史
』
第
六
一
六
号
、
一
九
九
九
年
九
月
、
の
ち
同
『
近
世
天
皇
論　

近

世
天
皇
研
究
の
意
義
と
課
題
』
清
文
堂
、
二
〇
一
一
年
に
再
録
、
本
稿
で
の
引
用
は
『
近
世
天
皇
論
』
に
よ
る
、
二
四
六
頁
）。
前
掲
註
（
１
）
藤
田
『
光
格
天
皇
』

二
三
九
頁
は
「
将
軍
以
下
諸
大
名
が
、
天
皇
権
威
に
よ
り
か
か
り
自
ら
を
権
威
づ
け
よ
う
と
し
た
」
と
す
る
。

（
５
）�
前
掲
註
（
１
）
藤
田
『
光
格
天
皇
』
七
二
頁
～
七
三
頁
・
九
九
頁
。

（
６
）�

岡
田
莊
司
『
大
嘗
祭
と
古
代
の
祭
祀
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年
）
二
九
〇
頁
～
二
九
一
頁
。

（
７
）�

前
掲
註
（
１
）
藤
田
『
光
格
天
皇
』
七
二
頁
。

（
８
）�

阪
本
是
丸
「
近
世
の
新
嘗
祭
と
そ
の
転
換
」（『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
第
四
号
、
一
九
九
一
年
七
月
、
の
ち
同
『
近
世
・
近
代
神
道
論
考
』
弘
文
堂
、

二
〇
〇
七
年
に
再
録
、
本
稿
で
の
引
用
は
『
近
世
・
近
代
神
道
論
考
』
に
よ
る
、
一
〇
六
頁
）。

（
９
）�

こ
の
点
は
、
藤
田
覚
氏
の
責
任
の
み
に
帰
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
今
江
廣
道
「
江
戸
時
代
の
大
嘗
祭
」（『
國
學
院
雜
誌
』
第
九
十
一
巻
第
七
号
、
一
九
九
〇

年
七
月
）
や
前
掲
註
（
８
）
阪
本
「
近
世
の
新
嘗
祭
と
そ
の
転
換
」
も
天
明
度
大
嘗
会
の
挙
行
時
期
に
は
関
心
を
示
し
て
い
な
い
。

（
10
）�

前
掲
註
（
１
）
藤
田
『
光
格
天
皇
』
九
八
頁
。

（
11
）�

前
掲
註
（
１
）
藤
田
『
光
格
天
皇
』
九
八
頁
～
九
九
頁
。

（
12
）�

前
掲
註
（
１
）
藤
田
『
光
格
天
皇
』
七
三
頁
。

（
13
）�

前
掲
註
（
１
）
藤
田
『
光
格
天
皇
』
七
三
頁
。

（
14
）�

前
掲
註
（
１
）
藤
田
『
光
格
天
皇
』
七
二
頁
～
七
三
頁
。

（
15
）�

宮
内
庁
書
陵
部
編
『
皇
室
制
度
史
料
』
儀
制�

践
祚
・
即
位
一
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年
）
一
六
七
頁
。

（
16
）�

『
日
野
資
枝
公
武
御
用
雑
記
』
一
（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
原
本
）
安
永
九
年
正
月
二
十
五
日
条
。
な
お
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
所
蔵
さ
れ
る
『
日
野
資
枝
公
武
御
用
雑
記
』

二
冊
（
函
架
番
号
二
六
五
―
一
一
〇
七
）
は
、
今
江
廣
通
氏
に
よ
っ
て
、
実
は
久
我
信
通
の
自
筆
日
記
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
今
江
広（
マ
マ
）道
「
江
戸
時

代
の
武
家
伝
奏
―
『
久
我
信
通
公
武
御
用
雑
記
』
を
中
心
に
―
」（
高
橋
隆
三
先
生
喜
寿
記
念
論
集
刊
行
会
編
『
高
橋
隆
三
先
生
喜
寿
記
念
論
集　

古
記
録
の
研
究
』

続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
〇
年
）
五
八
七
頁
～
五
九
一
頁
。
本
稿
は
、
今
江
氏
の
成
果
に
基
づ
き
、『
日
野
資
枝
公
武
御
用
雑
記
』
を
久
我
信
通
の
日
記
と
し
て
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引
用
す
る
が
、
註
記
に
お
い
て
は
、
検
索
の
便
を
考
慮
し
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
お
い
て
採
用
し
て
い
る
図
書
名
を
記
す
。

（
17
）�

前
掲
註
（
16
）『
日
野
資
枝
公
武
御
用
雑
記
』
一
、
安
永
九
年
正
月
二
十
六
日
条
・
正
月
二
十
八
日
条
・
二
月
二
十
八
日
条
。

（
18
）�

前
掲
註
（
16
）『
日
野
資
枝
公
武
御
用
雑
記
』
一
、
安
永
九
年
二
月
二
十
七
日
条
。

（
19
）�

前
掲
註
（
16
）『
日
野
資
枝
公
武
御
用
雑
記
』
一
、
安
永
九
年
三
月
十
五
日
条
。

（
20
）�
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
皇
室
制
度
史
料
』
儀
制�

大
嘗
祭
一
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
）
六
八
頁
・
七
〇
頁
～
七
一
頁
。

（
21
）�
『
日
野
資
枝
公
武
御
用
雑
記
』
二
（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
原
本
）
安
永
十
年
四
月
二
十
二
日
条
。

（
22
）�

『
尚
実
公
記
』
七
十
九
（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
原
本
）
安
永
十
年
二
月
六
日
条
。

（
23
）�

前
掲
註
（
１
）
藤
田
『
光
格
天
皇
』
五
六
頁
。

（
24
）�

前
掲
註
（
１
）
藤
田
『
光
格
天
皇
』
六
二
頁
～
七
五
頁
。

（
25
）�

前
掲
註
（
１
）
藤
田
『
光
格
天
皇
』
七
五
頁
。

（
26
）�

前
掲
註
（
１
）
藤
田
『
光
格
天
皇
』
六
二
頁
～
六
三
頁
・
六
五
頁
・
六
九
頁
・
七
〇
頁
・
七
二
頁
～
七
三
頁
・
七
七
頁
。

（
27
）�

『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
原
本
）
天
明
六
年
六
月
十
四
日
条
。

（
28
）�

前
掲
註
（
１
）
藤
田
『
光
格
天
皇
』
六
二
頁
～
六
三
頁
。

（
29
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
六
月
十
四
日
条
。

（
30
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
九
月
五
日
条
。

（
31
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
九
月
十
二
日
条
。

（
32
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
八
月
十
五
日
条
。

（
33
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
八
月
十
六
日
条
。

（
34
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
八
月
二
十
六
日
条
。

（
35
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
八
月
二
十
八
日
条
。

（
36
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
九
月
二
十
九
日
条
。
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（
37
）�

前
掲
註
（
１
）
藤
田
『
光
格
天
皇
』
六
三
頁
～
六
四
頁
。

（
38
）�

前
掲
註
（
１
）
藤
田
『
光
格
天
皇
』
六
四
頁
～
六
五
頁
。

（
39
）�

『
公
明
記
』
五
十
七
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
原
本
）。

（
40
）�
前
掲
註
（
39
）『
公
明
記
』
五
十
七
。

（
41
）�
前
掲
註
（
39
）『
公
明
記
』
五
十
七
。

（
42
）�

前
掲
註
（
39
）『
公
明
記
』
五
十
七
。

（
43
）�

前
掲
註
（
39
）『
公
明
記
』
五
十
七
。

（
44
）�

『
経
逸
卿
記
』
十
、
天
明
六
年
十
月
一
日
条
（『
勧
修
寺
家
旧
蔵
記
録
』
四
四
二
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
、
京
都
大
学
総
合
博
物
館
原
蔵
）。

（
45
）�

前
掲
註
（
44
）『
経
逸
卿
記
』
十
、
天
明
六
年
十
月
三
日
条
。

（
46
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
十
月
三
日
条
。

（
47
）�

前
掲
註
（
１
）
藤
田
『
光
格
天
皇
』
六
四
頁
。

（
48
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
十
月
四
日
条
。

（
49
）�

前
掲
註
（
１
）
藤
田
『
光
格
天
皇
』
六
五
頁
。

（
50
）�

前
掲
註
（
１
）
藤
田
『
光
格
天
皇
』
六
五
頁
。

（
51
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
十
月
四
日
条
。

（
52
）�

前
掲
註
（
44
）『
経
逸
卿
記
』
十
、
天
明
六
年
十
月
三
日
条
。

（
53
）�

前
掲
註
（
44
）『
経
逸
卿
記
』
十
、
天
明
六
年
十
月
三
日
条
。

（
54
）�

前
掲
註
（
１
）
藤
田
『
光
格
天
皇
』
七
二
頁
～
七
三
頁
。

（
55
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
閏
十
月
十
日
条
。

（
56
）�

前
掲
註
（
44
）『
経
逸
卿
記
』
十
、
天
明
六
年
十
月
六
日
条
。

（
57
）�

『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
十
七
の
二
三
四
頁
。
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（
58
）�

『
大
日
本
史
料
』
第
一
編
之
六
の
五
八
九
頁
～
五
九
〇
頁
。

（
59
）�

『
大
日
本
史
料
』
第
一
編
之
十
三
の
六
〇
頁
。

（
60
）�

『
大
日
本
史
料
』
第
一
編
之
二
十
一
の
一
四
八
頁
～
一
四
九
頁
。

（
61
）�

『
大
日
本
史
料
』
第
三
編
之
九
の
六
二
七
頁
～
六
二
八
頁
。

（
62
）�
『
大
日
本
史
料
稿
本
』
第
三
編
九
〇
三
冊
の
三
八
〇
頁
。

（
63
）�
『
大
日
本
史
料
稿
本
』
第
三
編
九
〇
三
冊
の
六
三
七
頁
。

（
64
）�

『
大
日
本
史
料
稿
本
』
第
三
編
九
〇
三
冊
の
六
六
三
頁
。

（
65
）�

『
大
日
本
史
料
』
第
五
編
之
一
の
三
二
一
頁
。

（
66
）�

『
大
日
本
史
料
稿
本
』
第
五
編
九
〇
五
冊
の
三
三
二
頁
。

（
67
）�

『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
十
三
の
二
〇
頁
～
二
一
頁
。

（
68
）�

『
大
日
本
史
料
稿
本
』
第
七
編
九
〇
七
冊
の
五
六
八
頁
。

（
69
）�

『
大
日
本
史
料
稿
本
』
後
桜
町
天
皇
紀
・
宝
暦
十
三
年
癸
未
自
十
一
月
始
日
至
同
月
十
四
日
の
五
〇
～
六
七
。

（
70
）�

『
大
外
記
師
資
記
』
八
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
原
本
）
宝
暦
十
三
年
十
一
月
十
四
日
条
。

（
71
）�

後
桜
町
女
帝
宸
記
研
究
会
「
後
桜
町
天
皇
宸
記
―
宝
暦
十
三
年
十
一
月
条
（
即
位
式
直
前
ま
で
）
―
」（『
京
都
産
業
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
十
一
号
、

二
〇
〇
六
年
三
月
）
六
三
頁
～
六
四
頁
。

（
72
）�

前
掲
註
（
44
）『
経
逸
卿
記
』
十
、
天
明
六
年
閏
十
月
八
日
条
。

（
73
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
七
月
二
日
条
。

（
74
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
の
天
明
六
年
七
月
二
日
条
の
中
で
、
七
月
十
日
の
京
都
所
司
代
か
ら
の
返
答
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
75
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
閏
十
月
四
日
条
。

（
76
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
閏
十
月
六
日
条
。

（
77
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
閏
十
月
十
一
日
条
。
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（
78
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
閏
十
月
十
五
日
条
。

（
79
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
十
一
月
十
八
日
条
。

（
80
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
閏
十
月
十
一
日
条
。

（
81
）�
前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
十
一
月
十
八
日
条
に
、
十
一
月
十
九
日
の
こ
と
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

（
82
）�
前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
十
一
月
十
九
日
条
。

（
83
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
の
天
明
六
年
十
一
月
十
九
日
条
に
、
十
一
月
二
十
一
日
の
こ
と
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

（
84
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
十
一
月
二
十
六
日
条
。

（
85
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
十
一
月
二
十
六
日
条
。
十
一
月
一
日
の
こ
と
と
し
て
朱
書
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
十
二
月
一
日
の
誤
記
と
思

わ
れ
る
。

（
86
）�

前
掲
註
（
１
）
藤
田
『
光
格
天
皇
』
六
九
頁
。

（
87
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
十
二
月
二
十
八
日
条
。

（
88
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
十
二
月
二
十
九
日
条
。

（
89
）�

前
掲
註
（
27
）『
油
小
路
隆
前
卿
伝
奏
記
』
一
、
天
明
六
年
十
二
月
十
九
日
条
。

（
90
）�

『
公
明
記
』
五
十
八
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
原
本
）
天
明
七
年
正
月
八
日
条
。

（
91
）�

前
掲
註
（
44
）『
経
逸
卿
記
』
十
、
天
明
六
年
閏
十
月
十
八
日
条
。

（
92
）�

『
尚
実
公
記
』
七
十
四
（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
原
本
）
安
永
九
年
七
月
十
一
日
条
。

（
93
）�

前
掲
註
（
92
）『
尚
実
公
記
』
七
十
四
、
安
永
九
年
七
月
十
二
日
条
。

（
94
）�

前
掲
註
（
92
）『
尚
実
公
記
』
七
十
四
、
安
永
九
年
九
月
十
五
日
条

（
95
）�

前
掲
註
（
92
）『
尚
実
公
記
』
七
十
四
、
安
永
九
年
九
月
二
十
一
日
条
。

（
96
）�

『
経
逸
公
御
記
』
二
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
原
本
）
安
永
十
年
四
月
九
日
条
。
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【
付
記
】�

本
稿
は
、
一
般
財
団
法
人
伊
藤
忠
兵
衛
基
金
二
〇
二
〇
年
（
令
和
二
年
）
度
学
術
研
究
助
成
金
「
天
明
期
か
ら
寛
政
期
に
お
け
る
新
嘗
祭
・
大
嘗
祭
に

関
す
る
研
究
」
の
成
果
で
あ
る
。
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The Niiname-sai Without an Imperial Progress of Tenmei 6 (1786) and the Emperor Kōkaku:

The Background and Influence of the Postponement of the Daijō-e and Niiname-sai of 

Emperor Emeritus Go-Sakuramachi 

� Gen�NOMURA

　　Active� in�reviving�court� rituals�based�on� the� idea�of�a� strong�monarch,�Emperor�

Kōkaku,�who,�relative�to� the�Bakufu�of� the�Tenmei�era�and�after�was�seen�as�growing�

weak�in�the�face�of�domestic�and�foreign�troubles,�was�historically�highly�acclaimed�as�an�

emperor�who�strengthened�the�political�position�of�the�Japanese�court.

　　The�aim�of� this�paper� is� to�revise� the�traditional�historical�assessment�of�Emperor�

Kōkaku�through�a�review�of�the�purposes�and�quality�of�the�revival�of�court�rituals�under�

him.�Focusing�on�Tenmei�6� (1786),� the� time�when�Emperor�Kōkaku’s�revivals�of�court�

rituals�began,� the�author�attempts�an�explanation�of� (1)�why�the�revival�of�court�rituals�

began�in�that�year,�and�(2)�why�in�that�year�the�unusual�decision�to�conduct�the�Niiname-

sai�without�an�Imperial�progress�and�before�the�Daijō-e�was�made.�The�author�then�goes�

on�to�consider�the�meaning�of�court�ritual�for�Emperor�Kōkaku,�and�what�kind�of�figure�

he�might�have�been�to�work�on�such�a�revival.

　　As�a�result,�a�conflict�was�uncovered�between�the�positions�of�Emperor�Emeritus�Go-

Sakuramachi,�who�believed�that�since�the�continuation�of�incomplete�and�defiled�rites�was�

against�divine�will,� and�such�defiled�rites�should�no� longer�be�conducted�as� the� likely�

reason� that� successive�emperors�experienced�disasters,� and� the�position�of�Emperor�

Kōkaku,�who�sought� to�enhance� the�unifying� force�of� the�emperors�by�continuing� the�

revival�of�court�rituals�with�priority�given�to�a�subjective�sense�of�satisfaction.

　　Emperor�Kōkaku�did�not�share�the�same�way�of�thinking�about�or�the�sense�of�crisis�

regarding�the�Daijō-e�and�Niiname-sai�as�Emperor�Emeritus�Go-Sakuramachi�and�others�

had,�but�rather�agreeing�with�the�views�of�Kajūji�Tsunehaya�and�other�Gisō,�he�tended�to�

prioritize�the�undertaking�of�court�rituals.�As�a�result�of�that�tendency,�new�contradictions�

were�born,�such�as�the�eventual� impedance�of� the�original�emphasis�of� those�rituals�on�

worshipping�the�kami,�the�buddhas,�and�the�ancestors.

　　It�was�learned�that�the�understanding�of�the�rites�and�the�palace�by�the�Emperor,�the�
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Emperor�Emeritus,�and�the�courtiers�was�not�uniform,�and�that�a�simple�and�superficial�

pointing�out�of� such�happenings�as� the�revival�or�stagnation�of�court�rituals�does�not�

connect�with�a�correct�historical�appraisal�of�the�political�position�of�court�rituals,�nor�of�

the�person�himself.




